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題
の
所
在

判

例
学

説
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に

四=ーー

※
 

問
題
の
所
在

ω民
法
七
二
四
条
に
よ
れ
ば
、
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
「
被
害
者
又
ハ
其
法
定
代
理
人
カ
損
害
及
ヒ
加
害
者
ヲ
知
リ
タ

ル
時
ヨ
リ
三
年
間
之
ヲ
行
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
時
効
ニ
因
リ
テ
消
滅
ス
不
法
行
為
ノ
時
ヨ
リ
二
十
年
ヲ
経
過
シ
タ
ル
ト
キ
亦
同
シ
」
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
規
定
は
、
一
般
の
債
権
が
、
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
を
得
る
時
よ
り
十
年
で
時
効
消
滅
す
る
(
民
法
一
六
六
条
一
項
、
一
六
七
条

北法27(2・0171



説

の
に
対
比
一
し
て
、

ω一
二
年
の
短
期
時
効
期
間
の
進
行
が
、

ω被
害
者
の
認
識
に
依
存
せ
し
め
ら
れ

τい
る
と
と
も
に
、

ω二
十
年

の
長
期
時
効
〈
た
だ
し
こ
の
期
間
が
時
効
か
除
斥
期
間
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
)
が
併
せ
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
、
著
し
い
特
色
を

一
項
〉
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論

持
つ
，
て
い
る
。
こ
の
差
異
は
、
ま
た
、
同
じ
損
害
賠
償
請
求
権
が
、
不
法
行
為
に
よ
る
場
合
に
は
三
年
、
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
と
き
は
、

十
年
〈
た
だ
し
、
短
期
の
も
の
と
し
て
、
民
法
六
三
七
、
商
法
五
六
六
、
五
八
九
、
六
二
六
、
七
六
六
条
な
ど
参
照
〉
の
時
効
期
間
に
服
す
る
こ
と
を
意

味
し
て
お
り
、
こ
こ
に
、
い
わ
ゆ
る
請
求
権
競
合
に
関
連
し
て
、
消
滅
時
効
の
意
義
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
時
効
に
つ
い
て
、
右
の
よ
う
に
、
独
自
な
規
定
を
設
け
た
理
由
は
必
ず
し
も
明

わ
が
民
法
が
、

ら
か
で
は
な
い
が
、
比
較
法
的
に
は
次
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

七
二
四
条
は
、
時
効
期
聞
を
異
な
っ
た
事

不
法
行
為
に
つ
き
統
一
的
に
三
年
と
し
、
さ
ら
に
、
時
効
進
行

例
に
相
応
し
て
個
別
的
に
定
め
て
い
る
コ
モ
ン
ロ
ー
の
伝
統
に
対
し
て
、

時
期
を
、
前
者
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
扱
い
と
は
離
れ
て
、
被
害
者
の
主
観
的
認
識
を
基
準
に
し
て
い
る
体
系
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ

る
(
円
『

-
E
2
M
O
N
-
T
S
E
E
C
E
-
Fミ己
0
3岳
山
口
問
。

cE宮
E
Z
Z
C
F
〈
G
}

出

吋

Cユp
h
r
・
s
w
N
U
I
M
m
・
時
効
期
間
は
各
国
に
よ
り
多
様
で

あ
り
、
そ
れ
を
決
め
る
た
め
の
原
則
は
見
出
し
難
い
よ
う
で
あ
る
。
わ
が
国
の
三
年
に
つ
い
て
も
、
立
法
者
は
、
適
用
範
囲
に
つ
き
「
本
案
ハ
郎
チ
此
通
常
ノ

場
合
ハ
三
年
其
他
ハ
消
滅
時
効
ノ
規
定
ニ
従
プ
ト
云
プ
ノ
テ
ア
リ
マ
ス
」
と
考
え
る
と
と
も
に
、
三
年
で
は
短
か
す
、
ぎ
な
い
か
と
い
う
疑
問
に
対
し
、
「
大
概
他

ノ
権
利
ノ
色
々
ナ
権
利
ヲ
諮
明
久
ル
ト
カ
何
ン
ト
カ
云
フ
コ
ト
テ
ナ
ク
シ
テ
殊
-
一
外
ト
ニ
一
期
レ
ル
事
テ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
一
一
一
年
位
テ
宜
シ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
・
:
:
・
大

概
ノ
場
合
ハ
一
一
一
年
カ
笠
シ
イ
ト
云
フ
素
人
考
テ
思
ツ
タ
ノ
テ
ア
リ
マ
ス
」
(
傍
点
筆
者
)
と
述
べ
て
い
る
。
民
法
議
事
速
記
録
(
穂
積
陳
重
)
四
一
の
一
一
一
一
一
七
J

二
三
八
〉
。
元
来
、
時
効
期
間
と
そ
の
進
行
時
期
は
相
互
に
関
連
し
て
構
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
期
間
が
短
か
い
こ
と
か
ら
生
ず
る

債
権
者
(
被
害
者
〉
の
不
利
益
は
、
時
効
の
進
行
を
被
害
者
の
認
識
に
依
存
せ
し
め
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
被
害
者
が
損
害
及
び
加
害
者
を

知
り
、
現
実
に
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
し
う
る
時
か
ら
時
効
を
進
行
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
合
理
的
な
調
整
を
図
る
こ
と
が
期
待
で
き

る

ハ
時
効
期
間
が
長
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
考
慮
の
必
要
性
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
コ
モ
ン
ロ
ー
に
お
い
て
も
、
近
時
、
被
害
者
の
認
識
を
要
求
す
る
判



例
や
女
法
に
よ
り
、
時
効
制
度
の
弾
力
的
な
運
用
か
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
往
日
に
値
す
る
。

]czzp
品
・
円
Z

M
印

l
l
N
白
・
)
。
か
く
し

て
、
わ
が
七
二
四
条
は
、
立
法
者
の
意
図
は
と
も
か
く
、
短
期
消
滅
時
効
の
運
用
に
お
い
て
、
と
も
か
く
も
、
被
害
者
の
保
護
と
い
う

損
害
賠
償
法
に
お
け
る
一
つ
の
現
代
的
要
請
に
応
じ
う
る
法
技
術
を
備
え
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ

が
法
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
ド
イ
ツ
民
法
八
五
二
条
の
制
定
過
程
に
お
い
て
、
す
で
に
、
十
分
に
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、

」
の
法
技
術
の
難
点
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る

(
内
池
康
四
郎
「
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
時
効
起
算
点
」
(
昭
四
六
)
法
学
研
究
四
四
巻
三

号
四
二

l
四
一
五
頁
参
照
〉
。
実
際
、
時
効
の
進
行
が
、
被
害
者
の
認
識
と
い
う
偶
然
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
か
ね
な
い
事
情
に
依
存
す
る
こ

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

と
は
、
法
的
安
定
と
い
う
公
益
性
に
時
効
の
主
た
る
目
的
を
見
出
す
者
に
と
っ
て
は
容
易
に
受
け
容
れ
難
い
も
の
で
あ
ろ
う
(
ち
た
み
に
、

千
ヴ
ィ
ニ

l
は
、
時
効
の
第
一
義
的
な
根
拠
を
法
的
安
定
・
公
益
性
に
求
め
、
時
効
の
規
定
は
、
厳
密
、
明
瞭
、
簡
潔
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
た

め
、
た
と
え
ば
、
時
効
起
算
点
に
お
け
る
知
・
不
知
要
件
は
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
に
お
い
て
も
、
そ
の
起
算
点

は
、
不
法
行
為
の
完
成
時
で
あ
る
と
す
る
。
東
海
林
邦
彦
「
サ
ヴ
ィ
ニ

l
の
消
滅
時
効
理
論
」
〈
昭
五
一
)
金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集
法
学
篇
二
三
巻
二
九
、
三

七
l
三
九
頁
)
。

ω不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
は
、
要
す
る
に
、
こ
の
時
効
起
算
点
を
中
心
に
紛
争
が
展
開
す
る
。
こ
れ
を
考
察

す
る
に
は
、

な
に
よ
り
も
、
短
期
消
滅
時
効
が
設
け
ら
れ
た
理
由
を
ふ
ま
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
問
題
を
学
説
上
初
め
て
体
系
的

に
論
じ
た
の
は
末
川
博
士
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
今
日
、
消
滅
時
効
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
る
ほ
と
ん
ど
が
、
す
で
に
一
応
検
討
さ
れ
て
い

る
(
末
川
博
「
不
法
行
為
に
因
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
時
効
」
(
昭
七
)
法
学
論
叢
二
八
巻
三
、
六
号
、
権
利
侵
害
と
権
利
濫
用
(
昭
回
五
)
六
一
一
一
四
頁
以
下
所

収
。
な
お
、
そ
れ
以
前
に
あ
ら
わ
れ
た
、
山
石
津
彰
二
郎
「
不
法
行
為
に
因
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
時
効
起
算
点
」
(
昭
六
)
法
学
志
林
三
三
巻
一
、
二
、
三
号
も

き
わ
め
て
重
要
な
先
駆
的
業
績
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
主
と
し
て
被
害
者
に
お
け
る
損
害
の
認
識
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
)
。

と
こ
ろ
で
、
短
期
消
滅
時
効
の
根
拠
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、

そ
の
前
提
と
し
て
時
効
制
度
一
般
に
対
す
る
一
定
の
見
解
が
確
立
さ

北法27(2・3)173



説

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
末
川
博
士
に
よ
れ
ば
、
時
効
は
、
一
定
の
社
会
秩
序
を
維
持
し
て
法
的
安
全
を
保
障
す
る
公
益
上
の
制
度

た
る
こ
と
に
主
た
る
意
義
が
あ
る
の
で
あ
り
、
立
証
困
難
の
除
去
お
よ
び
権
利
の
上
に
眠
る
者
は
保
護
し
な
い
と
い
う
目
的
は
、
永
続
し

て
い
る
事
実
状
態
の
正
当
化
を
法
律
上
確
定
す
る
た
め
の
、
政
策
的
立
場
か
ら
す
る
立
法
技
術
上
の
副
次
的
な
理
由
に
す
ぎ
な
い

論

の
と
お
り
、
時
効
の
存
在
理
由
に
つ
い
て
は
争
い
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
星
野
英
一
「
時
効
に
関
す
る
覚
書
〈
四
・
完
〉
」
(
昭
四
八
〉
法
協
九
O
巻
六
号
九
一
七
頁

で
は
、
時
効
は
、
真
の
権
利
者
の
権
利
を
確
保
し
、
弁
済
者
の
二
重
弁
済
を
避
け
さ
せ
る
た
め
の
制
度
と
さ
れ
る
〉
。
こ
の
副
次
的
な
理
由
を
七
二
四
条
に
つ

い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
特
殊
性
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
請
求
権
は
個
人
の
主
観
に
お
け
る
感
情
的
な

と
い
う
こ
と
が
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
短
期
消
滅
時
効
が
設
け
ら
れ
た
理
由
は
、

要
素
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
、

三
年
も
経
過
す
れ
ば
、
通
常
の
場
合
、
い
か
な
る
窓
滋
の
情
も
解
け
て
し
ま
う
と
み
ら
れ
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
論
拠
は
、
先
の
、

権
利
の
上
に
眠
る
者
は
保
護
し
な
い
と
い
う
考
え
に
相
通
ず
る
も
の
が
あ
り
、
七
二
四
条
の
短
期
消
滅
時
効
は
、
立
証
上
の
観
点
か
ら
は

説
明
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
(
末
川
・
前
掲
書
六
四
三
l
六
四
九
頁
。
権
利
の
上
に
限
る
者
は
保
護
し
な
い
と
い
う
考
え
方
が
重
要
な
役
割

を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、

最
判
昭
四
八
・
一
一
・
一
六
民
集
二
七
巻
一

O
号
一
一
一
一
七
四
頁
の
原
審
が
、

短
期
消
滅
時
効
制
度
の
趣
旨
が
こ
の
点
に

あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
、
議
判
が
特
に
こ
れ
を
否
定
せ
ず
、

七
二
四
条
で
時
効
の
起
算
点
に
関
す
る
特
則
を
設
け
た
趣
旨
に
鑑
み
れ
ば
と
し
て
、

を
展
開
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、

熊
本
地
判
昭
四
八
・
三
・
二

O
判
時
六
九
六
号
一
五
頁
参
照
)
。
こ
の
考
え
方
を
債
務
者
・

加
害
者
側
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
加
害
者
は
、

不
法
行
為
に
基
づ
く
法
律
関
係
が
、
通
常
、
未
知
の
当
事
者
聞
に
発
生
す
る
こ
と
か
ら
生
じ

る
法
的
不
安
定
か
ら
、
保
護
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
、

(
最
判
昭
四
九
・
一
一
了
一
七
民
集
二
八
巻
一

O
号
二

O
五
九

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
よ
う

頁
参
照
。
こ
の
点
を
特
に
強
調
し
て
、
七
二
四
条
を
法
定
期
間
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
す
る
の
が
、
吾
妻
光
俊
「
私
法
に
於
け
る
時
効
制
度
の
意
義
」
(
昭

五
)
法
協
四
八
巻
二
号
五
七
頁
で
あ
り
、
注
目
に
値
す
る
。
内
池
慶
四
郎
「
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
」
現
代
損
害
賠
償
法
講
座
l
ハ
昭
五
一
〉
二
二
一
頁

に
よ
れ
ば
、
こ
の
短
期
時
効
は
「
時
効
」
と
い
う
法
技
術
を
採
り
な
が
ら
も
、
そ
の
実
質
は
、
む
し
ろ
除
斥
期
間
に
近
い
、
と
い
う
)
。

(
周
知

北法27(2・4)174
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ω短
期
消
滅
時
効
の
趣
旨
を
右
の
よ
う
に
考
え
る
か
ぎ
り
、
時
効
起
算
点
の
要
件
で
あ
る
被
害
者
の
主
観
的
認
識
も
、
論
理
的
に
は
、

そ
の
内
容
が
規
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使
が
、
被
害
者
の
感
情
的
要

素
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
消
滅
時
効
の
進
行
に
つ
い
て
も
、
被
害
者
が
損
害
お
よ
び
加
害
者
を
具
体
的
に
認
識
す
る

こ
と
が
要
件
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
現
実
の
認
識
が
要
求
さ
れ
る
以
上
、
被
害
者
が
た
と
え
過
失
に
よ
っ
て
知
ら
な
か
っ
た
場
合

に
も
時
効
は
進
行
を
始
め
な
い
こ
と
に
な
る
(
末
川
・
前
掲
書
六
五
一
頁
。
前
掲
熊
本
地
判
昭
四
八
・
コ
了
二

O
判
時
六
九
六
号
一
五
頁
に
よ
れ
ば
「
「
知

り
た
る
時
」
と
は
、
被
害
者
の
加
害
者
に
対
す
る
賠
償
請
求
が
事
実
上
可
能
な
状
況
の
も
と
に
、
そ
れ
が
可
能
な
程
度
に
具
体
的
な
資
料
に
も
と
づ
い
て
、
加
害

者
な
い
し
損
一
害
を
認
識
し
え
た
場
合
を
い
う
も
の
と
解
す
べ
き
で
、
被
害
者
が
、
具
体
的
な
資
料
に
も
と
づ
か
な
い
で
主
観
的
に
疑
い
を
抱
い
た
り
、
推
測
し
た

だ
け
で
は
、
事
実
上
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使
は
で
き
な
い
か
ら
、
こ
こ
に
「
知
っ
た
」
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
す
る
。
東
京
地
判
昭
四
五
・
一
・
二
八

下
民
集
一
一
一
巻
一
・
二
号
三
一
一
頁
も
同
旨
)
。

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

短
期
消
滅
時
効
を
論
ず
る
に
は
、
こ
の
よ
う
な
基
本
的
認
識
を
出
発
点
と
す
る
の
が
便
宜
で
あ
り
、
本
稿
に
お
い
て
も
こ
れ
に
も
と
づ

い
て
判
例
を
分
析
し
、
そ
の
う
え
で
今
後
の
展
望
を
試
み
る
こ
と
に
し
よ
う
(
本
稿
で
一
応
目
を
通
し
た
も
の
は
、
我
妻
・
有
泉
・
四
宮
・
判
例
コ

ン
メ
ン
タ
l
ル
羽
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
(
昭
三
八
)
三
O
八
頁
以
下
、
民
事
裁
判
例
総
索
引
民
法
編
(
下
)
(
昭
一
一
一
一
一
了
幅
四
五
)
、
判
タ
判
例
年

報
昭
四
五

l
昭
五
O
な
ど
に
よ
る
最
近
の
判
例
一
一
一
一
一
件
で
あ
る
)
。

あ
ら
か
じ
め
主
要
な
問
題
点
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
次
の
ご
と
き
も
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
総
論
的
に
は
、

ω被
害
者
の
具
体
的
(
現
実
的
〉
認
識
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
時
効
起
算
点
を
適
宜
、
ず
ら
せ
る
と
い

う
可
能
性
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
こ
と
と
、
消
滅
時
効
に
お
け
る
法
的
安
定
性
と
い
う
問
題
と
の
調
和
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
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か
と
い
う
こ
と
、

ω、

ωの
問
題
の
解
決
は
、
短
期
消
滅
時
効
の
存
在
意
義
そ
の
も
の
の
再
検
討
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
〈
た
と
え
ば
、
三
年
の
短
期
消
滅
時
効
の
根
拠
が
、
被
害
者
の
法
感
情
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
慰
謝
料
請
求
権
に
は
あ
て
は
ま
る
か
も
知
れ
な

い
が
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
を
す
べ
て
短
期
に
消
滅
さ
せ
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
基
本
的
に



説

は
、
星
野
・
前
掲
論
文
・
法
協
九
O
巻
六
号
六
五
頁
に
お
け
る
よ
う
に
、
消
滅
時
効
に
お
い
て
は
、
民
法
の
短
期
時
効
中
の
、
債
権
者
が
大
企
業
、
債
務
者
が
消

費
者
で
あ
る
場
合
や
、
日
常
的
な
取
引
の
場
合
な
ど
の
よ
う
に
、
特
殊
の
理
由
で
早
期
に
決
着
を
つ
け
る
必
要
が
あ
る
か
、
そ
う
す
る
の
が
妥
当
な
も
の
に
か
ぎ

っ
て
時
効
を
容
易
に
認
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
批
判
が
検
討
に
値
し
よ
う
〉
。
個
別
的
に
は
、

ω不
法
行
為
法
が
今
日
、
多
く
の
論
議
を
喚

起
し
て
い
る
の
は
、
現
代
的
な
事
故
危
険
か
ら
生
ず
る
損
害
賠
償
が
社
会
的
に
切
実
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
消
滅
時
効

に
お
い
て
も
、
こ
の
種
の
事
故
損
害
(
た
と
え
ぜ
、
交
通
事
故
、
公
害
、
医
療
過
誤
、
生
産
物
責
任
な
ど
〉
に
特
別
な
考
察
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ

う
か
、

ω、

ωに
関
連
し
て
、
時
効
起
算
点
の
要
件
に
お
い
て
、
最
も
難
し
い
の
は
損
害
を
知
る
こ
と
の
意
義
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一

方
に
お
い
て
損
害
発
生
の
態
様
は
次
第
に
複
雑
に
な
る
傾
向
が
あ
る
と
と
も
に
、
他
方
に
は
、
こ
の
よ
う
な
損
害
を
学
説
上
い
か
に
法
的
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構
成
す
る
か
と
い
う
損
害
論
の
問
題
が
あ
る
。
時
効
起
算
点
と
し
て
の
損
害
の
認
識
は
、
消
滅
時
効
の
目
的
に
治
っ
て
独
自
に
決
め
ら
れ

る
と
い
う
考
え
方
も
十
分
に
存
在
し
う
る
の
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
に
し
ろ
、
損
害
論
一
般
と
の
関
連
が
視
野
に
把
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
L 、

(
他
に
、
七
二
四
条
の
構
造
上
の
問
題
と
し
て
、
三
年
の
短
期
時
効
と
二

O
年
時
効
と
の
関
連
、
機
能
上
の
問
題
と
し
て
、
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害

賠
償
請
求
権
(
最
判
昭
五

0
・
二
・
二
五
民
集
二
九
巻
二
号
一
四
三
頁
、
四
宮
和
夫
「
請
求
権
競
合
問
題
に
つ
い
て

ω」
(
昭
四
八
)
法
協
九

O
巻
九
号
一
一
五
六

頁
な
ど
参
照
)
と
の
調
整
が
あ
る
が
本
稿
で
は
問
題
点
の
指
摘
に
と
ど
め
る
)
。
こ
れ
ら
を
解
決
す
る
た
め
の
手
が
か
り
を
得
る
た
め
に
、
次
に
、
判

例
の
発
展
と
現
況
を
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

※
木
稿
は
、
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
に
関
し
、
と
り
あ
え
ず
、
わ
が
国
に
お
け
る
判
例
、
学
説
の
問
題
状
況
を
明
ら
か
に
し
、
今

後
の
研
究
の
出
発
点
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
格
的
研
究
の
基
礎
と
す
る
た
め
の
、
い
わ
ば
、
総
人
口
判
例
研
究
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
に
す
、
ぎ

な
い
が
、
い
ず
れ
、
比
較
法
的
成
果
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
消
偽
時
効
の
構
造
を
再
検
討
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
校
正
中
、
内
池
康
四
郎

「
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
」
現
代
損
害
賠
償
法
講
座
I
(
昭
五
一
)
一
一
一
一
頁
以
下
に
悼
位
し
た
が
、
内
池
教
授
が
す
で
に
発
表
さ
れ
て
い
る
優
れ

た
諸
論
稿
(
本
稿
も
こ
れ
ら
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
〉
の
基
本
的
見
解
が
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は
最
小
限
の
引

用
に
と
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。
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ω

七
二
四
条
の
中
心
的
な
論
点
は
、
時
効
起
算
点
で
あ
る
(
星
野
・
前
掲
論
文
・
法
協
九
O
巻
六
号
八
九
三
頁
参

照
〉
。
時
効
を
進
行
さ
せ
る
た
め
に
文
言
上
必
要
と
さ
れ
る
「
損
害
及
ヒ
加
害
者
ヲ
知
リ
タ
ル
時
」
(
大
判
明
四
一
・
五
・
二
五
民
録
一
四
輯
六

0
0頁
参
照
。
な
お
、
国
や
法
人
が
知
る
こ
と
の
意
味
に
つ
き
、
大
判
昭
二
-
7
九
・
一

O
民
集
一
七
巻
一
九
号
一
七
一
一
一
一
頁
)
は
、
短
期
時
効
の
趣
旨

判
例
上
に
お
い
て
も
、

か
ら
導
か
れ
る
よ
う
に
、

「
損
害
賠
償
請
求
権
の
存
在
と
そ
の
行
使
可
能
性
の
現
実
的
認
識
」
を
意
味
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
の
要
件

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

不
法
行
為
の
請
求
を
基
礎
づ
け
る
に
足
り
る
全
要
件
事
実
と
し
て
、
統
一
的
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る

池
-
時
効
起
算
点
・
法
学
研
究
四
四
巻
三
号
四
三
八
頁
)
が
、
通
常
は
、
損
害
と
加
害
者
の
そ
れ
ぞ
れ
が
含
む
問
題
点
は
別
個
に
考
察
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
も
比
較
的
論
点
の
多
い
、
損
害
の
認
識
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ω
損
害
の
認
識
に
つ
い
て
は
、
判
例
に
お
い
て
は
、
そ
の
基
本
的
枠
組
は
、

は
、
本
来
、

内

一
応
で
き
あ
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
訴
提
起
に
可
能

な
程
度
に
現
実
的
認
識
を
必
要
と
す
る
こ
と
か
ら
き
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
時
効
を
進
行
さ
せ
る
た
め
の
損
害
を
知
る
と
は
、
そ
の
損
害

(
大
判
大
七
・
三
・
一
五
民
録
二
四
輯
四
九
八
頁
以
来
、
判
例
に
お
い
て
し

が
不
法
行
為
に
困
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
知
る
必
要
が
あ
る

ば
し
ば
明
言
を
も
っ
て
要
求
さ
れ
て
い
る
。
最
近
で
は
、
最
判
昭
四
三
・
六
・
二
七
訟
務
月
報
一
四
巻
九
号
一

O
O三
頁
)
が
、
「
必
ス
シ
モ
其
損
害
ノ
程
度

又
ハ
敦
額
ヲ
了
知
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ス
ト
雄
モ
其
損
害
ノ
発
生
シ
タ
ル
事
賞
ハ
之
ヲ
了
知
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ラ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
」
(
大
判
大
九

・
三
・
一

O
民
録
二
六
輯
コ
一
八
O
頁
。
本
件
は
鉱
業
権
の
消
滅
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
事
件
で
あ
る
が
、
鉱
業
権
の
名
義
変
更
な
ら
び
に
鉱
区
分
割
の
た
め
鉱

業
権
の
消
滅
を
き
た
し
た
事
実
を
了
知
し
た
と
き
よ
り
進
行
を
始
め
る
、
と
い
う
。
な
お
、
違
法
仮
処
分
に
関
す
る
大
判
昭
一
五
・
八
・
一
九
判
決
全
集
七
韓
一
一
一
一
一

号
三
頁
)
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
違
法
行
為
が
損
害
を
伴
な
う
こ
と
を
常
態
(
通
常
)
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
「
損
害
ヲ
知

ル
」
た
め
に
は
、
そ
の
違
法
行
為
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
知
る
だ
け
で
十
分
な
場
合
が
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
(
前
掲
大
審
院
の
二
判
決
参
照
。

東
京
地
判
昭
四
九
・
三
・
二
六
ジ
ュ
り
五
九
五
号
(
判
例
カ
l
ド
三
七
三
)
で
は
、
「
原
告
が
求
件
建
物
の
所
有
権
を
取
得
し
た
日
以
降
に
お
い
て
は
被
告
の
右

:ft法27(2・7)177



説

建
物
の
占
有
は
、
右
建
物
の
所
有
者
で
あ
る
原
告
に
対
し
、
損
害
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
を
通
常
と
す
る
違
法
行
為
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
。
福
岡
地
判
昭
四
大
・
一

・
二
九
判
時
六
三
四
号
七
三
頁
は
、
登
記
に
関
す
る
違
法
行
為
は
損
害
を
伴
な
う
こ
と
を
常
態
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
〉
。

消
滅
時
効
を
進
行
さ
せ
る

"f:h-a岡

た
め
に
は
、
損
害
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
認
識
で
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
特
殊
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

賠
償
さ
れ
る
べ
き
損
害
は
、
か
り
に
、
不
法
行
為
の
と
き
に
す
べ
て
発
生
す
る
と
考
え
る
と
し
て
も
、
そ
の
範
囲
及
び
額
の
確
定
は
、
最

終
的
に
は
裁
判
所
の
評
価
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
損
害
内
容
が
な
お
未
確
定
の
段
階
に
お
い
て
も
、
訴
提
起

が
一
応
可
能
と
な
っ
た
時
点
で
、
被
害
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使
を
許
す
と
と
も
に
、
そ
の
時
を
時
効
起
算
点
と
す
る
の
が
七
二
四

条
の
趣
旨
に
沿
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
(
下
森
定
「
消
滅
時
効
の
起
算
点
」
(
昭
四
六
)
判
タ
二
六
八
号
一
八
六
頁
参
照
。
た
だ
し
、
特
別

の
理
由
か
ら
時
効
の
進
行
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
、
東
京
地
判
昭
四
五
・
一

0
・
二
八
判
タ
二
五
七
号
二
五
六
頁
参
照
〉
。
そ
れ
で
は
、
具
体
的

に
は
、
ど
の
よ
う
な
時
点
、
が
選
択
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

〈
イ
〉
こ
の
問
題
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
損
害
発
生
の
態
様
に
応
じ
て
考
察
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
損

害
に
お
い
て
も
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
不
法
行
為
に
因
る
損
害
の
発
生
を
認
識
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
不
法
行
為
の
類
型

に
よ
っ
て
は
、
実
際
に
は
、
こ
の
要
件
が
時
効
起
算
点
の
決
定
に
主
要
な
役
割
を
は
た
す
場
合
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
通
常
の
不
法
行
為

に
お
い
て
は
、
被
害
者
は
、
訴
提
起
に
可
能
な
程
度
に
、
加
害
行
為
の
違
法
な
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
場
合
に
よ

っ
て
は
、
加
害
行
為
の
性
質
上
、
も
し
く
は
、
事
実
上
、
そ
の
認
識
を
得
る
こ
と
が
困
難
か
、
ま
た
は
、
そ
の
評
価
を
被
害
者
の
判
断
に
の

(3) 
み
ま
か
せ
る
の
が
ふ
さ
わ
し
く
な
い
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
事
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
判
例
上
、
類
型
的
に
問
題
と
な
る
こ
と
の
多
い
も
の
と
し
て
、
違
法
な
訴
提
起
も
し
く
は
仮
処
分
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
が
あ

る
。
こ
の
類
型
の
う
ち
、
訴
提
起
が
特
別
な
考
察
を
要
求
さ
れ
る
の
は
、

不
法
行
為
が
争
訟
の
形
式
を
と
っ
て
行
な
わ
れ
る
場
合
に
は
、

そ
の
違
法
性
の
判
断
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
(
大
阪
地
判
昭
四
三
・
三
・
七
判
時
五
四
四
号
六
三
頁
)
。
そ
れ
は
、
訴
訟
が
、
当
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事
者
聞
の
紛
争
を
裁
判
所
に
提
訴
し
て
解
決
を
求
め
る
手
段
と
し
て
、
国
民
に
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
お

り
、
一
般
に
は
、
当
事
者
は
裁
判
所
の
判
断
が
あ
る
ま
で
は
、
訴
提
起
が
違
法
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
(
東
京
高
判
昭
三
九
・
二
・
一
五
高
民
集
一
七
巻
一
号
五
三
頁
)
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
特
別
の
事
情
の
な
い
か
ぎ
り
、
当
該

訴
訟
が
不
当
抗
争
者
の
敗
訴
に
確
定
し
た
時
に
、
損
害
お
よ
び
加
害
者
を
知
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
確
定
日
よ
り
時
効
が
起
算
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
(
大
判
昭
一
五
・
一
二
・
二
八
新
開
四
六
七
O
号
九
頁
、
大
阪
地
判
昭
四
三
・
三
・
七
判
時
五
四
四
号
六
三
頁
(
弁
護
土
費
用
)
。
た
だ
し
、

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

東
京
高
判
昭
三
九
・
二
・
一
五
高
民
集
一
七
巻
一
号
五
三
頁
(
原
審
浦
和
地
判
昭
三
八
・
二
・
六
下
民
集
一
四
巻
二
号
二
ハ
三
頁
)
(
弁
護
士
費
用
・
慰
謝
料
)

は
、
特
別
事
情
に
言
及
す
る
こ
と
な
く
判
決
確
定
日
と
す
る
と
と
も
に
、
不
当
応
訴
に
つ
い
て
も
同
じ
理
が
あ
て
は
ま
る
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
甲
府
簡
裁
昭

三
五
・
二
・
一
三
下
民
集
一
一
巻
二
号
三
二
二
頁
は
、
不
当
応
訴
に
よ
り
出
費
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
弁
護
士
費
用
に
つ
き
、
確
定
判
決
に
依
拠
し
て
い
な
い
)
。

違
法
な
仮
処
分
に
因
る
仮
処
分
債
権
者
の
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
も
、
基
本
的
に
は
、
右
と
同
じ
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
は
、
仮
処
分
申
請
と
本
案
訴
訟
と
の
関
連
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
違
法
仮
処
分
に
よ
る
時
効
起
算
点
を
裁

判
確
定
に
か
か
わ
ら
し
め
よ
う
と
す
る
考
え
方
は
、
す
で
に
、
大
判
大
七
・
三
・
一
五
民
録
二
四
輯
四
九
八
頁
に
現
わ
れ
て
お
り
、
仮
処

分
を
必
要
と
す
る
危
害
の
存
在
し
な
い
こ
と
が
仮
処
分
訴
訟
に
お
い
て
確
定
さ
れ
る
か
、
請
求
権
の
存
在
し
な
い
こ
と
が
本
案
訴
訟
も
し

く
は
確
認
訴
訟
に
お
い
て
確
定
さ
れ
る
ま
で
は
、
仮
処
分
、
が
不
法
行
為
と
な
る
か
ど
う
か
は
未
定
の
問
題
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
違
法
な
訴
提
起
や
仮
処
分
に
お
い
て
は
、
裁
判
確
定
が
時
効
起
算
点
の
重
要
な
契
機
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
仮
処
分
に
関
す
る
右
の
大
審
院
判
決
に
お
い
て
は
、
「
裁
判
上
確
定
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
タ
ル
'
ト
キ
ヨ
リ
進
行
ヲ
始

し
か
し
、
こ
こ
に
は
、

さ
ら
に
、
裁
判
確
定
に
よ
っ
て
時
効
起
算
点
が
自
動
的
に
決
ま
る
も
の
な
の
か
、
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ム
ル
」
(
傍
点
筆
者
)

と
さ
れ
て
い
る
に
す
、
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
、
被
害
者
が
違
法
な
損
害
を
現
実
に
認
識
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
い
う
建
前
が
貫
か
れ
て
い
る
(
異
議
訴
訟
が
確
定
し
た
場
合
に
関
す
る
千
葉
地
判
昭
三
九
・
九
・
二
九
判
時
三
九
一
号
二
九
頁
参
照
)
。
そ
こ



説

で
は
、
特
別
事
情
な
ど
が
あ
る
場
合
に
は
、
他
の
時
点
が
起
算
点
と
な
り
う
る
こ
と
が
い
わ
ば
当
然
に
留
保
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

(
金
沢
地
判
昭
三
五
・
一
一
・
九
下
民
集
一
一
巻
一
一
号
二
四
一
八
頁
は
、

.::!:.為
iilfB 

仮
処
分
執
行
臼
ま
た
は
そ
の
底
後
頃
、
不
法
行
為
の
加
害
者
が
被
告
で
あ
る
こ

と
及
び
こ
れ
に
よ
っ
て
損
主
を
発
生
し
た
事
実
を
知
っ
た
も
の
と
推
認
す
る
に
難
く
な
い
、
と
す
る
。
大
判
昭
一
五
・
八
・
一
九
判
決
金
集
七
輯
三
二
号
三
頁
で

は
、
本
案
敗
訴
確
定
の
約
八
ヶ
月
後
の
仮
処
分
解
放
時
に
、
不
法
行
為
の
加
市
山
者
お
よ
び
損
容
発
生
の
事
実
な
知
っ
た
と
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
木
件
で
仮
処
分

解
放
時
が
選
択
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
時
に
、
継
続
的
不
法
行
為
に
も
と
づ
く
損
苫
(
立
木
伐
係
搬
山
禁
止
の
仮
処
分
か
ら
生
じ
た
、
伐
採
木
腐
朽
、
価
格
下
落
、

模
材
伐
採
搬
出
拠
来
な
ど
に
よ
る
損
害
)
を
知
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
異
議
訴
訟
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
被
保
令
権
利
の
消
滅

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仮
差
押
登
記
が
放
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
慰
謝
料
請
求
に
つ
き
、
東
京
高
判
昭
四
一
・
五
・
二
七
東
高
時
報
一
七
巻
五
号
一

O
三
頁
)
。

と
こ
ろ
が
、
近
時
、
下
級
審
(
東
京
地
判
昭
四
八
・
二
・
二
六
判
時
七
一
四
号
二

O
七
頁
。
仮
処
分
に
よ
り
建
物
新
築
が
禁
止
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
そ
の
間

の
財
産
的
損
害
・
工
事
代
金
と
精
神
的
損
害
が
請
求
さ
れ
た
)

で
は
あ
る
が
、
時
効
起
算
点
を
、
一
義
的
に
、
本
案
訴
訟
が
係
属
し
、

ま
た
は
当
該

仮
処
分
が
異
議
に
よ
り
ふ
T

わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
仮
処
分
債
権
者
が
本
案
訴
訟
ま
た
は
異
議
訴
訟
に
お
い
て
敗
訴
確
定
し
た
時
と
す

る
、
特
色
あ
る
考
え
方
、
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
を
文
言
ど
お
り
に
解
す
る
な
ら
ば
、
時
効
起
算
点
は
、

ω右
い
ず
れ
か
の
裁
判
に
よ
り
自
動

し
か
も
、

ω被
害
者
が
そ
れ
以
前
の
時
点
に
お
い
て
、
違
法
な
仮
処
分
に
よ
る
損
害
で
あ
る
こ
と
を
す
で
に
知
っ
て
い
た

そ
れ
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
違
、
法
な
訴
提
起
も
し
く
は
仮
処
分
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求

に
お
い
て
は
、
確
定
判
決
は
、
違
法
性
の
認
識
を
認
め
る
重
要
な
一
資
料
な
い
し
事
情
と
し
て
の
意
味
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
は
確
か
で
あ
る

(
古
川
大
二
郎
・
判
例
保
全
処
分
(
昭
三
四
〉
六
五
四
頁
参
照
〉
。
し
か
し
、
こ
の
確
定
判
決
の
扱
い
方
に
、
以
上
に
述
べ
た
二
つ
の
説
が
あ
り
う

る
こ
と
は
、
時
効
起
算
点
に
は
、
あ
く
ま
で
も
、
被
害
者
の
主
観
的
事
情
に
依
存
せ
し
め
る
と
い
う
基
本
的
構
成
を
無
視
で
き
な
い
と
と

も
に
、
そ
れ
と
矛
盾
す
る
明
確
性
の
要
請
と
の
相
克
が
つ
き
ま
と
う
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
(
藤
岡
康
宏
(
判
評
)
判
三
三

O
号
九
四

|
九
五
頁
参
照
)
。

次
に
、
違
法
な
捜
査
、
公
訴
提
起
に
よ
る
国
の
損
害
賠
償
が
問
わ
れ
る
場
合
(
凶
賠
法
一
、
四
条
〉
に
も
、
そ
の
損
害
が
不
法
行
為
に
よ
っ

的
に
決
ま
り
、

と
し
て
も
、
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て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
評
価
に
つ
い
て
、
右
に
述
べ
た
と
同
じ
問
題
が
存
し
よ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
は
、
公
訴
の
提
起
・
維
持

と
起
訴
前
の
逮
捕
、
勾
留
な
ど
に
よ
る
不
法
行
為
と
は
、
区
別
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
起
訴
の
不
適
法
を
理
由
と
す
る
損

そ
の
こ
と
を
刑
事
訴
訟
の
進
行
中
に
知
っ
た
と
し
て
も
、
当
該
刑
事
事
件
が
現
に
係
属
し
て
未
だ
確
定
し
な

い
間
は
、
時
効
制
度
の
趣
旨
か
ら
考
え
て
、
被
害
者
に
お
い
て
違
法
な
行
為
に
よ
り
損
害
を
こ
お
む
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
も
の
と
解
す
る

の
は
相
当
で
な
く
、
無
罪
判
決
ま
た
は
上
告
棄
却
の
判
決
が
確
定
し
た
日
に
起
訴
に
よ
る
損
害
を
確
知
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
の
日

を
起
算
点
と
し
て
起
訴
の
日
以
後
に
継
続
的
に
発
生
し
た
損
害
に
つ
い
て
、
一
律
に
そ
の
消
滅
時
効
期
聞
を
算
定
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る

害
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

(
東
京
両
判
昭
四
五
・
八
・
一
下
民
集
二
一
巻
七
・
八
号
一

O
九
九
頁
〈
松
川
国
家
賠
償
請
求
事
件
)
。
本
件
で
は
、
精
神
的
損
害
と
う
べ
か
り
し
利
益
が
請
求

さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
東
京
地
判
昭
三
九
・
四
・
一
五
下
民
集
一
五
巻
四
号
七
八
一
頁
は
、
同
じ
趣
旨
か
ら
、
違
法
釘
責
な
公
訴
提
起
お
よ
び
こ
れ
に
よ
る
損
害
発

生
を
主
張
す
る
に
足
る
認
識
を
も
つ
の
は
、
刑
事
裁
判
で
有
罪
以
外
の
裁
判
す
な
わ
ち
、
無
罪
、
免
訴
、
公
訴
棄
却
(
特
定
の
理
由
に
よ
る
も
の
を
除
く
〉
等
が

確
定
し
た
時
と
す
る
。
な
お
、
こ
の
類
型
に
関
連
し
て
、
有
罪
判
決
確
定
後
に
再
審
に
よ
り
無
罪
と
さ
れ
、
判
決
に
関
与
し
た
裁
判
官
の
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と

が
あ
る
。
大
阪
地
判
昭
四
八
・
四
・
二
五
下
民
集
二
四
巻
一
J
四
号
二
二
六
頁
は
、
一
五
年
の
刑
期
が
満
了
し
て
、
二
一
年
あ
ま
り
後
に
再
審
に
よ
り
無
罪
と
さ

れ
、
そ
の
一
年
後
に
慰
謝
料
を
請
求
し
た
事
案
で
あ
る
が
、
七
二
四
条
後
段
の
二

O
年
期
間
に
つ
き
、
再
審
に
よ
る
無
罪
判
決
が
確
定
し
な
い
聞
は
、
国
家
賠
償

法
の
一
請
求
は
法
律
的
に
近
似
さ
れ
な
い
の
で
進
行
し
な
い
と
す
る
。
た
だ
し
、
原
田
尚
彦
・
判
評
一
八

O
U
一
七
頁
は
、
加
害
行
為
の
終
了
し
た
と
き
〈
お
そ
く
と

も
刑
の
執
行
が
満
了
し
た
と
き
〉
を
起
算
点
と
す
る
の
が
後
段
の
趣
旨
で
あ
る
と
し
て
反
対
し
て
い
る
。
没
収
に
よ
る
損
害
発
生
に
つ
い
て
も
、
本
文
で
述
べ
た

と
同
じ
理
が
あ
て
は
ま
ら
う
。
高
松
高
判
昭
四
一
・
一
二
・
一
五
両
氏
集
一
九
巻
六
日
勺
五
三
六
頁
は
、
押
収
物
件
に
つ
き
没
収
の
言
渡
の
な
い
ま
ま
裁
判
の
確
定

し
た
こ
と
を
知
っ
た
時
と
す
る
〉
。
と
こ
ろ
が
、
起
訴
前
の
逮
捕
、
勾
留
、
取
調
に
お
い
て
は
、
そ
の
違
法
な
こ
と
の
具
体
的
認
識
を
得
る
た

め
に
は
、
判
決
が
重
要
な
資
料
と
し
て
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
起
算
点
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
に
よ
る
損
害
発

(
こ
の
こ
と
は
、
信
罪
判
決
に
よ
り
川
の
執
行
が
な
さ
れ
た
場
合
に
も
、
個
々
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生
の
態
様
に
応
じ
て
、
個
別
的
に
決
め
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る

の
取
調
が
不
法
行
為
と
な
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
投
判
昭
四
八
・
一
一
・
二
ハ
民
集
二
七
巻
一

O
号
一
一
一
一
七
四
頁
参
照
。
前
記
東
京
高
判



説

昭
四
五
・
八
・
一
下
氏
集
一
二
巻
七
・
八
号
一

O
九
九
頁
に
お
い
て
も
、
公
訴
の
提
起
・
維
持
と
起
訴
前
の
逮
捕
・
勾
留
の
違
法
性
と
は
別
個
に
検
討
さ
れ
て
い

論

る
。
後
者
に
つ
き
、
鳥
取
地
裁
米
子
支
判
昭
四
二
・
六
・
ご
ニ
訟
務
月
報
一
三
巻
八
号
九
三
三
頁
は
、
逮
捕
・
勾
留
の
適
否
は
、
判
決
に
か
か
わ
り
な
く
、
逮
捕
・

勾
留
の
時
点
に
お
い
て
、
決
定
の
要
件
で
あ
る
「
罪
を
犯
し
た
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
相
当
の
理
由
」
が
証
拠
上
存
し
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
の

逮
捕
・
勾
詔
は
違
法
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
〈
も
っ
と
も
、
そ
の
評
価
が
困
難
な
と
き
に
は
、
客
観
的
な
基
準
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
で
あ
る

ぅ
。
福
井
地
判
昭
三
コ
了
六
・
二
五
下
民
集
九
巻
六
号
一
一
八
八
頁
は
、
不
当
逮
捕
に
よ
る
名
誉
致
損
を
理
由
と
す
る
慰
謝
料
請
求
に
つ
き
、
お
そ
く
と
も
不
起

訴
決
定
後
に
知
っ
た
も
の
と
す
る
)
。
護
送
・
取
調
に
つ
き
、
東
京
地
判
昭
三
九
・
七
・
一
七
下
民
集
一
五
巻
七
号
一
八
一
九
頁
。
た
だ
し
、
東
京
地
判
昭
四
七

・
七
・
一
判
タ
二
七
九
号
一
一
八
頁
は
、
捜
査
、
公
訴
提
起
な
ど
の
一
連
の
違
法
な
刑
事
手
続
に
よ
る
損
害
が
一
括
し
て
請
求
さ
れ
た
事
案
に
つ
き
、
無
罪
判
決

確
定
日
を
起
算
点
と
す
る
。
あ
る
行
為
の
違
法
伎
が
明
ら
か
で
な
い
以
上
、
そ
の
よ
う
に
解
し
な
け
れ
ば
、
被
害
者
の
救
済
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
、
と
い
う

の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
)
。

国
家
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
、
無
効
な
行
政
処
分
に
も
と
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
も
、
類
型
的
に
、
同
様
の
問

題
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
間
題
は
、
判
例
上
、
と
く
に
、
自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
に
よ
る
買
収
処
分
が
違
法
で
あ
る
こ
と
に

つ
き
被
処
分
者
と
行
政
庁
と
の
聞
に
争
い
の
あ
る
場
合
に
生
じ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
従
来
の
下
級
審
に
お
い
て
は
、
判
決
に
よ
り
処
分

の
無
効
が
確
定
し
た
と
き
か
ら
、
消
滅
時
効
が
進
行
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
(
東
京
地
判
昭
三
五
・
四
・
五
下
民
集
二
巻
四
号
七
四
九
頁
(
樋
口
・

民
事
研
修
四

O
号
一
九
頁
。
内
池
・
法
学
研
究
三
一
一
一
巻
九
号
一
四
六
七
頁
参
照
)
は
、
無
効
な
買
収
処
分
を
受
け
た
土
地
所
有
者
が
、
土
地
の
使
用
収
益
を
妨
げ

ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
う
べ
か
り
し
利
益
の
喪
失
と
慰
謝
料
を
訴
求
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
判
決
に
よ
っ
て
無
効
の
処
分
が
確
定
す
る
ま
で
は
、
短
期
時

効
は
進
行
を
始
め
な
い
と
す
る
。
同
じ
く
、
熊
本
地
判
昭
三
八
・
六
・
一
九
訟
務
月
報
九
巻
七
号
八
二
六
頁
、
札
幌
地
判
昭
五

0
・
一
二
・
二
七
ジ
ュ
リ
五
九
七

号
(
判
例
カ
l
ド
〉
も
、

一
般
に
(
原
則
と
し
て
て
処
分
の
無
効
確
定
の
と
き
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
買
収
処
分
無
効
確
定
当
時
に
お
い
て
も
、
な
お
、
小
作
契

約
に
基
づ
く
耕
作
権
を
主
張
す
る
者
を
相
手
方
と
す
る
耕
作
権
存
在
確
認
訴
訟
が
係
属
し
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
訴
訟
が
原
告
勝
訴
に
確
定
し
た
日
が
、
損
害

を
知
っ
た
と
き
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
熊
本
地
判
昭
四
三
・
五
・
二
三
訟
務
月
報
一
四
巻
九
号
九
八
一
頁
。
な
お
ぷ
名
古
屋
地
判
昭
四
六
・
四
・
二
七
判
タ
二
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六
四
号
二
三
七
頁
に
お
い
て
は
、
違
法
、
無
効
な
売
渡
処
分
に
も
と
づ
く
他
の
買
受
申
込
人
の
損
害
賠
償
請
求
権
が
二

O
年
の
消
滅
時
効
に
か
か
っ
て
い
る
)
。

こ
の
よ
う
に
、
農
地
処
分
や
課
税
処
分
な
ど
の
行
政
処
分
が
不
法
行
為
と
な
る
場
合
、
不
法
行
為
で
あ
る
こ
と
の
認
識
を
確
定
判
決
に

依
存
せ
し
め
る
の
は
、
行
政
処
分
の
公
定
力
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
(
熊
本
地
判
昭
三
八
・
六
・
一
九
訟
務
月
報
九

巻
七
号
八
二
六
頁
参
照
〉
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
公
定
力
は
、
右
の
よ
う
な
効
果
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
損
害
賠
償

請
求
を
無
効
確
認
判
決
後
に
な
す
べ
き
も
の
と
す
る
こ
と
は
、
手
続
的
に
も
不
経
済
で
あ
る
と
す
る
疑
問
も
考
え
ら
れ
る
(
河
津
圭
一
「
国

家
賠
償
請
求
権
と
短
期
消
滅
時
効
の
起
算
点
」
(
昭
三
八
〉
法
時
三
五
巻
九
号
七
五
頁
。
そ
の
た
め
に
、
行
政
処
分
無
効
確
認
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
、

と
く
に
そ
の
裁
判
の
確
定
ま
で
当
事
者
が
違
法
事
由
の
存
在
を
自
ら
信
じ
え
な
か
っ
た
よ
う
な
具
体
的
事
情
の
な
い
限
り
、
違
法
性
の
認
識
は
右
訴
訟
提
起
ま
で

に
具
足
さ
れ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
)
。

以
上
の
不
法
行
為
類
型
は
、
従
来
、
時
効
起
算
点
の
評
価
に
、
そ
の
不
法
行
為
の
性
質
上
、
特
別
な
考
察
を
要
求
さ
れ
て
き
た
も

制

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

の
で
あ
る
が
、
行
政
処
分
に
お
い
て
は
、
そ
の
他
に
、
行
政
処
分
の
有
効
、
無
効
が
現
に
訴
訟
(
前
訴
)
に
お
い
て
争
わ
れ
て
い
る
、

と

い
う
事
情
が
、
そ
の
よ
う
な
特
別
の
取
扱
に
影
響
を
与
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
後
者
の
事
情
を
一
般
的
に
検
討
す
る
な
ら

ば
、
あ
る
不
法
行
為
の
成
否
が
別
訴
で
争
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
時
効
起
算
点
は
別
訴
の
判
断
に
依
存
す
る
か
、
と
い
う
問
題
を
生
じ

き
せ
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
、
前
訴
に
お
け
る
確
定
判
決
を
要
し
な
い
、
と
す
る
の
が
判
例
で
あ
る
(
大
判
昭
七
・
二
・
一
二
評
論
二
一

巻
上
二
三
九
頁
。
他
人
が
山
林
を
不
法
に
売
却
し
た
た
め
に
、
真
の
所
有
者
が
移
転
登
記
手
続
請
求
訴
訟
に
次
い
で
損
害
賠
償
請
求
を
起
し
た
が
、
「
被
害
者
ニ
於

テ
自
ヲ
主
張
セ
ル
権
利
ヲ
有
セ
ル
コ
ト
従
テ
加
害
行
為
カ
之
ヲ
侵
害
セ
ル
不
法
行
為
ナ
ル
コ
ト
ヲ
確
知
セ
ル
以
上
右
訴
訟
ノ
判
決
確
定
前
ト
雛
モ
被
筈
者
ハ
不
法

行
為
ニ
因
ル
損
害
賠
償
請
求
権
ヲ
行
使
ス
ル
ヲ
妨
ケ
サ
ル
カ
故
ニ
該
請
求
ニ
付
右
民
法
ノ
規
定
-
一
依
ル
三
年
ノ
消
滅
時
効
ハ
進
行
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
い
う
。

そ
の
他
、
大
判
昭
一
七
・
六
・
二
五
新
聞
四
七
九
一
号
一

O
頁
、
最
判
昭
四
三
・
六
・
二
七
訟
務
月
報
一
四
巻
九
号
一

O
O三
一
員
、
大
阪
地
判
昭
三
四
・
一

0
・

三
O
下
民
集
一

O
巻
一

O
号
二
二
五
三
頁
〈
上
柳
・
商
事
法
務
二
三
二
号
四
九
頁
、
平
出
、
シ
ュ
リ
二
六
二
号
一

O
四
頁
〉
な
ど
。
た
だ
し
、
横
浜
地
判
昭
三
九
・
一

0
・
一
九
判
タ
一
七

O
号
二
四
一
頁
は
、
損
害
と
加
害
者
(
使
用
者
)
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
確
定
判
決
を
基
準
と
し
て
い
る
)
。
こ
の
解
決
は
、

北法27(2・13)183

一
般
の



説吾-1>-
d問

不
法
行
為
を
問
題
と
す
る
か
ぎ
り
、
理
論
的
に
は
、
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
他
方
、
実
務
的
見
地
か
ら
は
、
時
効
起
算
点
を
明
確

に
し
て
お
き
た
い
と
い
う
観
点
か
ら
の
検
討
が
要
求
さ
れ
て
い
る
(
牧
山
市
治
「
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
の
消
滅
時
効
の
起

算
点
」
(
昭
四
四
)
判
タ
二
三
四
サ
六
七
|
六
八
頁
参
照
)
。
一
個
の
問
題
で
あ
る
。

右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
損
害
を
生
ぜ
し
め
た
行
為
が
不
法
行
為
で
あ
る
こ
と
の
認
識
を
得
る
た
め
に
は
、
必
ず
し
も
別
訴
に
お
け
る
判

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
、
損
害
の
発
生
そ
の
も
の
が
未
確
定
で
あ
る
た
め
、
そ
の
認

北法27(2・14)184

断
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
が
、

識
が
前
訴
の
判
断
に
依
存
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
(
大
阪
商
判
昭
四
五
・
一
・
二

O
下
民
集
一
一
一
巻
一
・
二
号
一
五
頁
で
は
、
土
地
建
物
取
得
の
有

効
、
無
効
が
争
わ
れ
て
い
る
間
(
抹
消
出
品
記
手
続
請
求
訴
訟
)
は
、
そ
の
無
効
に
よ
り
所
信
権
を
取
得
で
き
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
者
の
損
害
の
発
生
は
未
確
定
の

状
況
に
あ
っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
。
段
判
昭
四
コ
了
二
・
二
三
判
時
五
一
二
号
三
八
頁
は
、
違
法
に
建
物
収
去
土
地
明
波
請
求
を
提
起
さ
れ
、
敗

訴
し
て
強
制
執
行
を
受
け
た
者
の
有
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
き
(
原
告
が
勝
訴
し
て
い
る
点
で
、
い
わ
ゆ
る
違
法
な
訴
提
起
の
類
型
と
は
異
な
る
)
、
判
決
確

定
日
に
は
、
土
地
明
渡
義
務
の
負
担
に
よ
り
自
己
に
損
害
が
発
生
し
た
こ
と
お
よ
び
加
害
者
が
な
ん
び
と
で
あ
る
か
を
碓
知
す
る
に
い
た
っ
た
、
と
し
て
い
る
。

な
お
、
や
や
特
殊
な
事
案
で
は
あ
る
が
、
仮
処
分
(
仮
差
押
)
の
執
行
が
不
完
全
で
あ
っ
た
た
め
に
生
じ
る
債
権
者
の
損
害
に
つ
き
、
仙
台
地
判
昭
三
七
・
六
・

一
九
訟
務
月
報
八
巻
八
号
二
二
二

O
頁
、
仙
台
高
判
昭
三
九
・
八
-
一
一
一
一
民
事
研
修
九
二
号
三
三
頁
は
、
現
実
に
損
害
が
発
生
し
た
と
い
い
う
る
の
は
、
判
決
に
よ

っ
て
売
買
代
金
が
確
定
さ
れ
た
と
き
で
あ
る
、
と
い
う
)
。
こ
の
関
連
で
検
討
さ
れ
る
べ
き
類
型
的
な
不
法
行
為
と
し
て
、
離
婚
に
伴
な
う
慰
謝
料

請
求
権
が
考
え
ら
れ
る
。
最
判
昭
四
六
・
七
・
二
三
民
集
二
五
巻
五
号
八

O
五
頁
に
よ
れ
ば
、
相
手
方
の
有
責
行
為
に
よ
り
離
婚
を
や
む

な
く
さ
れ
精
神
的
苦
痛
を
被
っ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
損
害
は
、
離
婚
が
成
立
し
て
は
じ
め
て
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
離
婚
を
命

ず
る
判
決
が
確
定
す
る
な
ど
、
離
婚
が
成
立
し
た
と
き
に
は
じ
め
て
、
離
婚
に
至
ら
し
め
た
相
手
方
の
行
為
が
不
法
行
為
で
あ
る
こ
と
を

か
っ
、
損
害
の
発
生
を
確
実
に
知
っ
た
こ
と
と
な
る
も
の
と
解
さ
れ
る
(
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
離
婚
慰
謝
料
に
関
し
て
い
え
る

知
り
、

こ
と
で
あ
っ
て
、
婚
納
関
係
の
破
綻
を
生
ず
る
原
因
と
な
っ
た
虐
待
な
ど
、
身
体
、
自
由
、
名
誉
な
ど
を
侵
害
す
る
個
別
の
違
法
行
為
を
理
由
と
寸
る
場
合
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
別
個
に
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
内
縁
の
不
当
破
棄
に
も
と
づ
く
慰
謝
料
請
求
に
つ
き
、
東
京
地
判
昭
コ
一
六
・
九
・
二
九
判
時



二
八
一
号
一
九
頁
参
照
)
。

(
ハ
)
時
効
起
算
点
と
し
て
、

不
法
行
為
に
よ
る
損
害
の
認
識
が
要
求
さ
れ
た
の
は
、
短
期
時
効
の
趣
旨
に
も
と
づ
い
て
、
被
害
者
は
、

訴
提
起
の
可
能
な
程
度
に
、
具
体
的
に
損
害
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
時
と
し
て
生
ず
る
起

一
方
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
と
お
り
、

算
点
確
定
の
困
難
さ
は
、

一
定
の
場
合
に
(
不
法
行
為
の
性
質
上
、
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
で

あ
る
こ
と
の
旅
認
が
困
難
な
場
合
、
お
よ
び
、

一
般
の
不
法
行
為
の
成
否
が
前
訴
で
争
わ
れ
て
い
る
と
主
)
、

明
確
な
基
準
を
要
請
す
る
こ
と
が
あ
る
。

他
方
、

そ
の
よ
う
な
認
識
を
得
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
理
由
と
し
て
、
時
効
起
算
点
を
意
図
的
に
遅
ら
せ
る
道
、
が
聞
け

不
法
行
為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
評
価
が
、
事
実
上
容
易
で
な
い
不
法
行
為
に
お
い
て
は
、
損

て
く
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

不法行為による損3賠償請求権の消滅I奇効

害
発
生
の
具
体
的
態
様
を
論
ず
る
ま
で
も
な
く
、
す
で
に
、
こ
の
評
価
の
段
階
に
お
い
て
、
被
害
者
の
利
益
が
図
ら
れ
時
効
進
行
が
阻
止

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
近
時
、
判
例
上
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
に
、
公
害
に
も
と
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
が
あ
る

(
こ
の
問
題
は
、
後
に
、
損
害
発
生
の
具
体
的
態
様
の
と
こ
ろ
で
検
討
す
る
が
、
た
と
え
ば
、
熊
本
地
判
昭
四
八
・
三
・
二
O
判
時
六
九
六
号
一
五
頁
は
、
損
害

を
知
る
と
は
、
川
時
に
加
山
立
行
為
が
不
法
行
為
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
で
、
当
然
、
違
法
な
加
害
行
為
と
損
害
発
生
の
事
実
と
の
聞
に
相
当
因
果
関
係
が
あ
る

こ
と
を
含
む
と
し
て
、
主
と
し
て
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
消
滅
時
効
を
解
決
し
て
い
る
。
な
お
、
名
古
屋
地
判
昭
四
五
・
九
・
五
判
時
六
O
五
号
七
四
頁
、
名
古
屋

地
判
昭
四
七
・
一

0
・
一
九
判
時
六
八
三
号
二
一
頁
参
照
)
。
加
害
行
為
に
対
す
る
法
的
評
価
の
複
雑
な
事
例
が
増
加
す
る
に
つ
れ
、
今
後
こ
う
し

た
操
作
に
よ
る
被
害
者
保
護
が
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
法
的
安
定
性
と
い
う
制
度
観
に
い
か
な
る
影

響
を
及
ぼ
す
か
は
、
な
お
、
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
り
、
こ
の
機
能
を
活
か
し
つ
つ
、
明
確
な
基
準
が
探
究
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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川
内
(
イ
)
次
に
、
損
害
発
生
の
具
体
的
態
様
と
い
う
観
点
か
ら
の
損
害
の
認
識
を
考
え
て
み
よ
う
。
通
常
の
不
法
行
為
に
お
い
て
は
、
時

効
起
算
点
の
確
定
に
あ
た
り
、
こ
の
点
が
最
も
重
要
な
基
準
と
な
る
が
、
そ
こ
で
検
討
さ
れ
る
べ
き
基
本
的
問
題
は
、
す
で
に
、

い
わ
ゆ

る
継
続
的
不
法
行
為
に
関
す
る
、
大
(
連
)
判
昭
一
五
・
二
一
・
一
四
民
集
一
九
巻
二
四
号
二
三
二
五
頁
に
的
確
に
具
現
さ
れ
て
い
る
。
本



説

件
で
は
、
土
地
買
受
人
が
、
前
所
有
者
か
ら
使
用
を
許
可
さ
れ
て
い
た
占
有
者
に
対
し
て
、
不
法
占
拠
を
理
由
と
す
る
土
地
明
渡
お
よ
び

賃
料
相
当
額
の
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
。
大
審
院
は
不
法
占
拠
に
基
づ
く
損
害
発
生
の
態
様
に
着
目
し
て
次
の
よ
う
に
論
旨
を
展
開
す

:;:A‘ 
員同

る。
「
被
害
者
カ
其
損
害
ヲ
知
ル
ト
ハ
必
ス
シ
モ
損
害
ノ
全
範
囲
若
ク
ハ
損
害
額
ノ
全
部
ヲ
知
ル
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ニ
プ
ラ
ス

ω有
ク
モ
不
法

行
為
ニ
基
ク
損
害
ノ
発
生
ル
知
リ
タ
ル
以
上
其
損
害
ト
牽
連
一
体
ア
為
セ
ル
損
害
ニ
シ
テ
当
時
ニ
於
テ
其
発
生
ヲ
予
想
シ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ト

為
ス
コ
ト
社
会
通
念
上
妥
当
ト
セ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ
凡
テ
被
害
者
之
カ
認
識
ア
リ
タ
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
同
条
所
定
ノ
短
期
時
効
ハ
其

全
損
害
ニ
付
キ
此
時
ヨ
リ
シ
テ
進
行
ヲ
始
ム
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ヘ
キ
コ
ト
淘
ニ
同
条
立
法
ノ
本
旨
ニ
合
ス
ル
モ
ノ
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ

の
理
は
、

ω
「
不
法
行
為
ア
リ
タ
ル
後
ニ
於
テ
英
行
為
ノ
結
果
タ
ル
損
害
カ
長
期
三
旦
リ
テ
継
続
シ
テ
発
生
ス
ル
場
合
」
に
も
、
あ
て
は
ま

る
。
し
か
し
、

ω
「
均
シ
ク
損
害
カ
継
続
シ
テ
発
生
ス
ル
場
合
ナ
ル
モ
加
害
行
為
カ
終
止
シ
タ
ル
後
ニ
於
テ
損
害
ノ
ミ
カ
継
続
ス
ル
場
合

ニ
ア
一
プ
ス
シ
テ
不
法
行
為
ソ
レ
自
体
カ
継
続
シ
テ
行
ハ
レ
ソ
レ
カ
為
メ
ニ
損
害
モ
亦
継
続
シ
テ
発
生
ス
ル
カ
如
キ
場
合
」
に
は
、
こ
れ
と

は
別
の
取
扱
い
を
必
要
と
し
、
「
其
損
害
ノ
継
続
発
生
ス
ル
限
リ
日
ユ
新
ナ
ル
不
法
行
為
一
一
基
ク
損
害
ト
シ
テ
民
法
七
二
四
条
ノ
適
用
ニ

関
シ
テ
ハ
其
各
損
害
ヲ
知
リ
タ
ル
時
ヨ
リ
別
個
ニ
消
滅
時
効
ハ
進
行
ス
ル
モ
ノ
ト
解
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
さ
れ
て
い
る
(
河
川
の
仮
締
切

工
事
に
よ
る
損
害
の
継
続
的
発
生
に
つ
き
、
秋
田
地
裁
横
手
支
判
昭
四
五
・
二
・
一

O
訟
務
月
報
一
六
巻
五
号
四
四
一
頁
。
実
用
新
案
権
侵
害
に
つ
き
、
水
戸
地

判
昭
四
八
・
二
・
二
二
判
タ
二
九
五
日
万
三
六
六
頁
参
照
。
た
だ
し
、
名
古
屋
'
問
問
判
昭
三
三
・
七
・
二
九
判
時
二
ハ
二
号
一
六
頁
〉
。

本
件
は
、

か
よ
う
に
継
続
的
不
法
行
為
に
関
し
て
、
従
来
の
大
審
院
の
見
解
を
あ
ら
た
め
(
大
判
大
九
二
ハ
・
二
九
民
録
二
六
輯
一

O
三
五
頁
は
、

農
地
の
不
法
占
拠
に
関
し
、
被
害
者
が
最
初
に
損
害
及
び
加
害
者
を
知
り
た
る
時
よ
り
其
損
害
全
部
の
賠
償
請
求
権
に
つ
き
、
時
効
は
進
行
す
る
と
い
う
。
大
判

大一

0
・
四
・
二
五
新
聞
一
八
五
一
ロ
ヴ
一
七
頁
は
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
不
法
行
為
が
反
覆
(
流
水
の
使
用
が
毎
年
一
定
の
時
期
に
反
覆
さ
れ
る
)
さ
れ
た
場
合

に
は
、
個
別
に
時
効
を
進
行
さ
せ
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
考
え
が
、
前
掲
大
(
連
)
判
に
発
展
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
〉
、
継
続
的
に
損
害
が
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発
生
す
る
場
合
は
、
時
効
は
、
各
損
害
を
知
っ
た
時
よ
り
、
別
個
に
逐
次
進
行
す
る
と
し
、
こ
の
理
論
は
、
学
説
に
於
て
も
通
説
的
地
位

を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
右
事
件
で
傍
論
と
し
て
述
べ
ら
れ
た

ωの
態
様
、
す
な
わ
ち
、
一
図
的
不
法
行
為
に
よ

っ
て
損
害
が
継
続
的
に
発
生
す
る
場
合
の
空
白
を
、
判
例
上
埋
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
最
判
昭
四
二
・
七
・
一
八
民
集
二
一
巻
六
号
一

五
五
九
頁
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
火
傷
に
よ
る
後
遺
症
に
つ
き
、
事
故
後
七
年
半
、
前
訴
か
ら
四
年
半
後
に
要
し
た
入
院
加
療
費
の
請
求

が
時
効
消
滅
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
結
論
を
導
く
た
め
に
、
判
旨
は
、
前
記
大
審
院
の

ωの
原
則
を
述
べ
た
う
え
で

〈
た
だ
し
、
大
(
連
〉
判
に
あ
る
社
会
通
念
上
妥
当
と
い
う
表
現
は
見
ら
れ
な
い
〉
、

ωの
よ
う
に
、
受
傷
時
か
ら
相
当
期
間
経
過
後
に
後
遺
症
が
現
わ

れ
た
場
合
に
は
、
本
件
の
事
実
関
係
に
お
い
て
は
、
治
療
を
受
け
る
ま
で
、
治
療
費
の
損
害
に
つ
い
て
は
時
効
は
進
行
し
な
い
、
と
し
て
い

る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使
が
事
実
上
不
可
能
な
う
ち
に
そ
の
消
滅
時
効
を
開
始
さ
せ
る
こ
と
は
、
七
二
四
条
の

趣
旨
に
反
す
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
(
な
お
、
本
件
は
、
右
判
旨
の
前
提
と
し
て
、
前
訴
の
既
判
力
に
関
し
て
、
「
一
個
の
債
権
の
一
部
に
つ
い
て
の

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

み
判
決
を
求
め
る
旨
を
明
示
し
て
訴
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
、
訴
訟
物
は
、
右
債
権
の
一
部
の
存
否
の
み
で
あ
っ
て
全
部
の
存
否
で
は
な
く
、
従
っ
て
、
右
一

部
の
請
求
に
つ
い
て
の
確
定
判
決
の
既
判
力
は
残
部
の
請
求
に
及
ば
な
い
」
と
す
る
。
損
害
賠
償
に
関
す
る
示
談
契
約
が
被
害
者
に
よ
っ
て
解
除
さ
れ
た
場
合
に

権
利
行
使
の
不
可
能
を
考
慮
し
た
も
の
と
し
て
、
新
潟
地
裁
佐
渡
支
判
昭
四
五
・
三
・
二
四
下
民
集
一
二
巻
コ
了
四
号
四
五
四
頁
)
。

(
ロ
)
損
害
の
継
続
的
発
生
に
は
、
基
本
的
に
は
右
の
二
態
様
が
存
在
し
う
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
従
来
の
判
決
例
に
現
れ
た
か

ぎ
り
で
の
論
点
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、

一
図
的
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
の
継
続
的
発
生
は
、
主
と
し
て
交
通
事
故
に
お
け
る
後
遺

症
で
争
わ
れ
る
こ
と
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
人
身
事
故
損
害
賠
償
の
一
環
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
こ
で
は
、

な
に
よ
り
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も
、
当
初
予
見
し
え
な
か
っ
た
損
害
の
時
効
を
進
行
さ
せ
る
基
準
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
、

い
わ
ゆ
る
後
遺
症
に
つ

い
て
見
る
と
、
後
遺
症
の
発
生
を
知
っ
た
時
と
治
療
時
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
(
後
者
は
、
前
掲
最
判
昭
四
二
の
見
解
で
あ
る
が
、
前
者
に
つ
き
、

た
と
え
ば
、
名
古
屋
地
判
昭
四
一
・
六
・
二
七
下
民
集
一
七
巻
五
・
六
号
五
五
五
頁
、
東
京
地
判
昭
四
四
・
七
・
二
ハ
判
タ
二
三
八
号
二
ハ
四
頁
、
広
島
地
判
昭



説

四
四
・
九
・
二
六
交
民
集
二
巻
五
号
一
三
九
三
頁
。
若
干
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
異
な
る
も
の
と
し
て
、
後
遺
症
を
予
測
し
え
た
と
き
(
横
浜
地
判
昭
四
三
・
四
・
一
八

判
タ
二
二
五
号
二
二
九
頁
、
大
阪
地
判
昭
四
六
・
一

0
・
一
判
タ
二
七
二
号
三
五
五
頁
〉
、
症
状
と
因
果
関
係
を
知
っ
た
と
き
(
東
京
地
判
昭
四
五
・
八
・
三
一

交
民
集
三
巻
四
号
一
一
一
一

O
九
頁
〉
、
症
状
が
固
定
し
た
と
き
(
福
岡
地
判
昭
四
五
・
一
一
・
一
六
判
タ
二
六
三
号
三
一
七
頁
)
、
ほ
ぼ
固
定
し
た
と
き
(
大
阪
高
判

昭
四
八
・
七
・
三
一
判
タ
三

O
四
号
一
七
九
頁
〉
、
顕
著
な
後
遺
症
の
発
現
を
知
っ
た
と
き
(
東
京
地
判
昭
四
四
・
九
・
二
六
交
民
集
二
巻
五
号
一
一
一
一
七
三
頁
)

な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
後
遺
症
に
も
と
づ
く
損
害
の
具
体
的
な
認
識
時
期
に
つ
き
、
や
や
特
殊
化
事
案
で
は
あ
る
が
、
東
京
地
判
昭
五

0
・
五
・
八
判
時
八

O
四

号
六
五
頁
は
、
病
状
悪
化
の
た
め
職
場
復
帰
の
可
能
性
が
な
い
こ
と
が
確
定
的
と
な
り
解
雇
さ
れ
る
に
至
っ
た
時
に
、
請
求
し
て
い
る
損
害
(
う
べ
か
り
し
利
益
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三ム
長岡

な
ど
)
を
知
っ
た
も
の
と
い
う
)
勺

と
こ
ろ
で
、
通
常
、
後
遺
症
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
最
初
の
傷
害
が
一
応
治
癒
し
た
相
当
期
間
経
過
後
に

発
生
し
た
、
当
初
予
想
し
え
な
か
っ
た
異
質
な
損
害
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
前
の
損
害
に
つ
い
て
は
、
事
故
発
生
当
時
知
り
え
た
も
の
で

あ
る
以
上
、
そ
の
時
か
ら
時
効
が
進
行
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
(
大
阪
地
判
昭
四
六
・
一
一
・
一
五
判
タ
二
七
四
号
二
九
五
頁
〉
。
し
か
し
、

受
傷
後
引
続
い
て
治
療
を
加
え
た
が
当
初
の
予
想
に
反
し
て
治
療
が
長
び
い
た
場
合
と
か
、
あ
る
い
は
、
後
遺
症
が
残
る
こ
と
が
判
明

し
た
場
合
の
損
害
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
検
討
す
べ
き
こ
と
が
残
さ
れ
て
い
る
(
前
者
に
つ
い
て
は
、
後
遺
症
と
同
じ
よ
う
に
、
当
初
被
害
者
が
予

想
も
し
な
か
っ
た
よ
う
な
結
巣
が
発
生
し
、
損
害
が
著
し
く
増
大
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
新
た
な
損
害
を
知
っ
た
と
き
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
福
島
地
裁

会
津
若
松
支
判
昭
三
九
・
六
・
一
九
下
民
集
一
五
巻
六
号
一
五
七
八
頁
、
医
療
過
誤
に
関
す
る
大
阪
高
判
昭
四
0
・
一
一
・
一
五
下
民
集
一
六
巻
一
一
号
一
七

O

四
頁
参
照
。
も
っ
と
も
、
熊
本
地
判
昭
四
0
・
一
・
二
七
下
民
集
二
ハ
巻
一
号
一
二
四
頁
は
、
前
掲
大
(
連
)
判
の
判
、

ωの
論
旨
を
展
開
し
つ
つ
、
受
傷
時
に
損

害
を
知
っ
た
も
の
と
し
て
、
時
効
消
滅
を
認
め
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
本
件
は
、
治
療
費
に
関
す
る
損
害
は
治
療
を
う
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
生
ず
る
も

の
で
は
な
く
、
受
け
た
傷
害
に
つ
い
て
、
客
観
的
に
一
定
の
治
療
を
必
要
と
し
、
そ
の
費
用
が
被
害
者
や
近
親
者
の
負
担
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
れ

ば
、
既
に
治
療
に
関
す
る
損
害
は
発
生
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
精
神
的
苦
痛
も
近
親
者
の
受
傷
の
事
実
に
よ
っ
て
直
ち
に
生
ず
る
と
い
う
。
後

者
に
つ
い
て
は
、
後
遺
症
が
固
定
し
て
始
め
て
そ
れ
以
前
の
損
害
を
含
め
た
全
損
害
に
つ
い
て
時
効
が
進
行
す
る
の
か
、
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
た
と
え

ば
、
大
阪
高
判
昭
四
八
・
七
・
三
一
判
タ
三

O
四
号
一
七
九
頁
は
、
交
通
事
故
に
よ
る
逸
失
利
益
と
慰
謝
料
を
請
求
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
症
状
が
ほ
ぼ
固
定
し



た
段
階
で
事
故
に
よ
っ
て
通
常
生
ず
べ
き
範
囲
の
損
害
が
予
見
可
能
で
あ
っ
た
と
し
、
そ
の
時
↑
以
前
に
す
で
に
、
損
害
を
知
っ
て
い
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
、
と

し
て
い
る
(
も
っ
と
も
、
本
件
が
こ
の
問
題
を
扱
っ
た
も
の
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
)
。
な
お
、
東
京
地
判
昭
五

0
・
四
・
二
二
判
タ
三
二
六
号
三

O
一頁

参
照
〉
。

以
上
に
述
べ
て
き
た
こ
と
は
医
療
過
誤
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
た
だ
、
医
療
過
誤
に
お
い
て
は
、
治
療
行
為
の
性
質
上
、
完
結
的

な
一
図
的
不
法
行
為
(
虫
垂
炎
手
術
に
関
す
る
大
阪
地
判
昭
三
九
・
一

0
・
二
判
時
四
O
七
号
五
七
頁
)
と
い
う
よ
り
も
、
一
連
の
継
続
し
た
一
体

的
不
法
行
為
に
よ
っ
て
損
害
が
生
ず
る
の
が
通
常
で
あ
り
、
し
か
も
、
損
害
の
認
識
が
通
常
人
に
と
っ
て
容
易
に
知
り
え
な
い
場
合
が
あ

一
連
の
治
療
行
為
の
終
了
後
に
初
め
て
、
損
害
の
認
識
に
達
す
る
場
合
の
多
い
こ
と
を
推
測
せ
し
め
る
(
大
阪
高
判
昭

る
。
こ
の
こ
と
は
、

四
一
一
・
四
・
二
八
H
最
判
昭
四
三
二
ハ
・
一
八
判
時
五
一
二
号
五

O
頁
は
、
ラ
ジ
ウ
ム
放
射
線
に
よ
る
皮
膚
障
害
が
出
は
じ
め
た
の
で
治
療
を
受
け
る
の
を
や
め
、

や
が
て
永
久
的
障
害
と
気
づ
く
に
い
た
り
調
停
申
立
を
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
治
療
上
の
過
失
お
よ
び
損
害
を
確
定
的
に
了
知
し
た
の
は
、
調
停
申
立
の

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

直
前
頃
で
あ
る
と
す
る
。
他
に
、
鳥
取
地
裁
倉
吉
支
判
昭
四
0
・
三
・
五
医
療
過
誤
民
集
一
五
八
頁
参
照
。
さ
ら
に
、
手
術
に
お
け
る
針
子
の
置
き
忘
れ
と
そ
の

取
出
手
術
の
不
適
切
さ
に
基
づ
く
損
害
に
つ
き
、
大
阪
高
判
昭
四
0
・
一
一
・
一
五
下
民
集
一
六
巻
一
一
号
一
七

O
四
頁
。
一
連
の
抜
歯
と
義
歯
装
置
に
つ
き
、

東
京
地
判
昭
三
六
・
一

0
・
一
一
医
療
過
誤
民
集
一
二
四
頁
〉
。

不
法
行
為
が
継
続
的
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
る
損
害
の
継
続
的
発
生
に
つ
き
、
近
時
、
重
要
性
を
帯
び
つ
つ
あ
る
も
の
に
公
害
に
よ

る
損
害
が
あ
る
。
下
級
審
判
決
で
は
あ
る
が
、
最
初
、
騒
音
な
ど
の
生
活
妨
害
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
た
修
理
費
な
ど
の
賠
償
請
求
に
つ

き
、
消
滅
時
効
の
進
行
は
不
法
行
為
が
止
ん
だ
時
で
は
な
く
、
損
害
が
発
生
す
る
毎
に
(
財
産
的
損
害
に
つ
い
て
は
そ
の
出
費
が
な
さ
れ
た
時
)

逐
次
進
行
す
る
と
い
う
考
え
方
が
採
ら
れ
て
い
た
ハ
大
阪
地
判
昭
四
三
・
五
・
二
二
判
タ
二
二
五
号
一
二

O
頁
。
た
だ
し
、
本
件
で
一
緒
に
請
求
さ
れ
た

慰
謝
料
に
つ
い
て
は
、
時
効
消
滅
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
三

O
O万
円
が
認
符
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
窓
す
る
必
要
が
あ
る
〉
c

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後

の
判
決
に
お
い
て
は
、
損
害
が
違
法
な
行
為
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
の
認
識
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
処
理
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
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説

れ
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
被
害
者
保
護
に
資
す
る
た
め
の
有
力
な
方
法
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
次
の
三
件
は
い
ず
れ
も
慰
謝
料
請

北法27(2・20)190

求
で
、
時
効
消
滅
の
主
張
が
棄
却
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
隣
地
工
場
か
ら
の
ば
い
じ
ん
、
騒
音
等
生
活
妨
害
に
つ
き
、
名
古
屋
地
判
昭

ミム
ロtttJ

四
五
・
九
・
五
判
時
六

O
五
号
七
四
頁
で
は
、
県
条
例
基
準
施
行
以
後
に
違
法
を
認
識
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
、
名
古
屋
地
判
昭
四
七

・
一
・
一
九
判
時
六
八
三
号
一
二
頁
で
は
、
基
準
が
定
立
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
正
確
な
デ
ー
タ
が
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を

理
由
に
、
行
為
が
違
法
な
こ
と
の
確
た
る
認
識
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

メ
チ
ル
水
銀
化
合
物
に
よ
る
水
質
汚
潟
に
関
す
る
熊
本

水
俣
病
事
件
(
熊
本
地
判
昭
四
八
・
一
一
了
二
O
判
時
六
九
六
号
一
頁
)
で
は
、
右
の
論
理
が
よ
り
詳
細
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
加
害

者
の
身
体
を
侵
害
す
る
行
為
が
あ
っ
た
後
に
も
、
そ
れ
に
よ
る
侵
害
は
継
続
的
に
発
生
し
て
い
る
と
い
う
場
合
」
に
は
、
「
被
害
者
が
損
害

の
一
部
を
知
っ
た
時
に
、
そ
の
部
分
お
よ
び
こ
れ
と
牽
連
一
体
を
な
す
損
害
で
当
時
に
お
い
て
予
見
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
に
つ
い
て

こ
の
損
害
を
知
る
と
は
、
加
害
行
為
の
違
法
な
こ
と
お
よ
び
相
当
因
果
関
係
を

の
み
」
時
効
が
進
行
す
る
(
大
(
速
)
判
の

ω、
ωの
論
理
)
。

知
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
程
度
は
、
「
被
害
者
の
加
害
者
に
対
す
る
賠
償
請
求
が
事
実
上
可
能
な
状
況
の
も
と
に
、
そ
れ
が
可
能
な
程
度
に

具
体
的
な
資
料
に
も
と
づ
い
て
、
加
害
者
な
い
し
損
害
を
認
識
〔
す
る
と
こ
と
で
あ
る
(
具
体
的
に
は
、
昭
和
二
八
年
頃
か
ら
原
因
不
明
の
奇
病

と
し
て
発
生
し
た
が
、
昭
和
四
三
年
一

O
月
、
病
因
の
官
報
に
よ
る
公
表
が
あ
っ
た
頃
に
、
こ
の
よ
う
な
認
識
に
達
し
た
と
い
う
)
。

(
ハ
〉
公
害
に
よ
る
損
害
発
生
は
、
侵
害
行
為
が
継
続
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
特
色
が
あ
る
。
し
か
し
、
損
害
発
生
の
態
様
に
つ

き
、
右
の
熊
本
水
俣
病
事
件
で
は
、
大
(
連
)
判
昭
和
一
四
年
の
よ
う
に
、
損
害
の
逐
次
発
生
と
い
う
見
方
が
な
さ
れ
て
い
な
い
(
大
(
連
)
判
で

は
、
各
損
害
は
、
日
に
新
た
な
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
)
。
こ
の
こ
と
は
、
継
続
的
不
法
行
為
と
い
う
範
障
を
た
て
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
時
効
起
算
点
の
問
題
に
、
あ
る
一
つ
の
結
論
が
必
然
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に

し
ろ
、
損
害
発
生
の
態
様
が
複
雑
に
な
る
に
つ
れ
、
加
害
行
為
の
態
様
を
、
時
効
起
算
点
と
し
て
の
損
害
認
識
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
せ

て
ゆ
く
か
は
、

お
そ
ら
く
、
今
後
、
短
期
時
効
に
お
い
て
最
も
重
要
な
問
題
の
一
つ
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る

(
ち
な
み
に
、
違
法
な



仮
処
分
、
訴
提
起
は
、
不
法
行
為
自
体
が
継
続
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
と
さ
れ
る
(
大
判
昭
一
五
・
一
一
了
二
八
新
聞
四
六
七
O
号
九
頁
)
。
し
か
し
、
た
と
え

ば
、
仮
処
分
に
お
け
る
時
効
進
行
の
考
え
方
と
し
て
は
、
(
不
法
行
為
の
認
識
は
一
応
お
い
て
〉

ω逐
次
進
行
論
、
の
他
に
も

ω執
行
解
除
ま
で
の
全
損
害
を
一
体

と
見
て
、
た
と
え
仮
処
分
執
行
の
時
に
損
害
発
生
を
知
っ
て
い
て
も
、
解
除
の
時
に
知
っ
た
も
の
と
な
す
、
と
す
る
こ
と
も
、
理
論
的
に
は
あ
り
え
よ
う
。
吉
川

大
二
郎
・
判
例
保
全
処
分
六
五
五
頁
参
照
。
東
京
高
判
昭
三
九
・
二
・
一
五
高
民
集
一
七
巻
一
号
五
三
頁
は
、
不
当
訴
訟
は
継
続
的
不
法
行
為
で
あ
る
が
、
訴
訟

活
動
は
全
体
と
し
て
統
一
的
な
目
的
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
も
の
で
、
不
法
占
拠
に
関
す
る
大
(
連
〉
判
の
理
論
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
、
と
い
う
。
な
お
、
東
京
高
判

昭
四
五
・
八
・
一
下
民
集
一
二
巻
七
・
八
号
一

O
九
九
頁
に
よ
れ
ば
、
違
法
な
公
訴
の
提
起
、
維
持
に
よ
る
損
害
は
、
起
訴
の
日
か
ら
継
続
的
に
発
生
す
る
)
。

ω(イ
〉
以
上
の
判
例
が
示
す
よ
う
に
、
損
害
発
生
の
態
様
が
時
効
の
進
行
に
大
き
な
影
響
を
持
ち
う
る
こ
と
は
.
さ
ら
に
、
実
体
法
上

お
よ
び
訴
訟
法
上
、
損
害
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
べ
き
か
と
い
う
損
害
論
に
結
び
つ
い
て
い
く
。
そ
の
一
つ
に
、
損
害
の
種
別
が
時
効
に
ど

の
よ
う
に
反
映
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
が
最
も
端
的
に
現
れ
る
の
は
弁
護
士
費
用
の
請
求
で
あ
る
。
最
判
昭
四
五
・
六
・
一

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

九
民
集
二
四
巻
六
号
五
六

O
頁
に
よ
れ
ば
、

不
法
行
為
(
交
通
事
故
〉
に
よ
る
弁
護
士
費
用
損
害
の
消
滅
時
効
に
つ
き
、
当
該
報
酬
支
払
契

約
を
な
し
た
時
を
も
っ
て
損
害
を
知
っ
た
と
き
に
当
る
と
さ
れ
て
い
る
(
大
阪
高
判
昭
四
三
・
六
・
五
判
時
五
二
八
号
四
一
頁
同
旨
)
0

こ
の
論
旨

を
、
後
遺
症
に
関
す
る
、
前
掲
最
判
昭
四
二
・
七
・
一
八
民
集
二
一
巻
六
号
一
五
五
九
頁
と
一
貫
性
を
保
た
せ
る
た
め
に
は
、
弁
護
士
費

用
は
、
他
の
損
害
と
牽
連
一
体
を
欠
き
事
故
当
時
に
お
い
て
予
見
不
可
能
な
別
損
害
で
あ
る
、

と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
古
田
時
博

「
弁
護
士
費
用
損
害
の
遅
延
損
害
金
の
起
算
時
点
」
(
昭
四
九
)
島
大
法
学
二
二
号
一
回
頁
参
照
〉
。

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
弁
護
士
費
用
と
い

不
法
行
為
時
に
生
じ
た
全
一
体
と
し
て
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
構
成
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ

り
、
そ
も
そ
も
、
交
通
事
故
な
ど
に
あ
っ
て
は
予
見
不
可
能
と
は
い
い
難
い
と
い
う
批
判
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
相
違

え
ど
も
、
他
の
損
害
と
同
じ
よ
う
に
、
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は
、
こ
れ
を
一
般
化
す
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
、
次
の
二
つ
の
問
題
を
生
ぜ
し
め
る
。
第
一
は
、
時
効
中
断
で
あ
り
、
後
者
の
見
解
に
た
て

ば
、
治
療
費
な
ど
の
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
い
る
以
上
、
弁
護
士
費
用
損
害
に
つ
い
て
も
、
消
滅
時
効
は
そ
れ
に
よ
っ
て
中



説

断
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
ハ
古
田
・
前
掲
島
大
法
学
二
二
号
一
五
頁
、
下
森
定
・
判
タ
二
六
一
一
一
号
七
O
、
七
三
頁
参
照
)
。
し
か
し
、
前
者
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論

の
見
解
に
よ
れ
ば
、
弁
護
士
費
用
に
つ
き
請
求
を
拡
張
し
て
も
、
こ
の
請
求
権
は
、
報
酬
支
払
契
約
締
結
時
か
ら
三
年
で
時
効
消
滅
し
て

し
ま
う
も
の
で
あ
る
以
上
、
第
一
審
で
請
求
し
な
い
か
ぎ
り
被
害
者
に
と
っ
て
危
険
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
(
な
お
、
請
求
額
の
計

算
方
法
を
訂
正
な
い
し
変
更
し
た
に
す
ぎ
な
い
場
合
は
、
債
権
全
部
に
つ
い
て
時
効
中
断
が
認
め
ら
れ
る
。
福
岡
地
判
昭
四
四
・
三
・
二
六
交
民
集
二
巻
二
号
三

八
四
頁
、
大
阪
高
判
昭
四
四
・
二
・
一
四
判
タ
二
三
四
号
二

O
七
頁
。
請
求
額
の
一
部
に
つ
い
て
損
害
項
目
を
変
更
し
た
に
す
ぎ
な
い
場
合
は
、
全
額
に
つ
し
て

時
効
中
断
が
生
ず
る
。
東
京
地
判
昭
四
0
・
四
・
二
一
下
民
集
一
六
巻
四
号
六
四
九
頁
〉
。

」
の
よ
う
に
、
損
害
の
把
え
方
如
何
に
よ
っ
て
中
断
効
が

異
な
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
後
者
の
結
論
を
引
出
す
た
め
に
は
、
実
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
債
権
の
一
部
を
請
求
す
る
訴
の
提
起
は
、
残
部
債
権
の

消
滅
時
効
を
中
断
す
る
と
い
う
考
え
が
と
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
(
最
判
昭
三
四
・
二
・
二

O
民
集
一
三
巻
二
号
二

O
九
頁
の
藤
間
少
数
怠

見
、
三
ヶ
月
章
(
判
評
)
法
協
七
七
巻
一
号
九
二
頁
参
照
〉
。
し
か
し
、
判
例
は
こ
の
立
場
を
と
っ
て
い
な
い

(
最
判
昭
三
四
・
二
・
二

O
民
集
二
二
巻

二
号
二
O
九
頁
。
し
た
が
っ
て
、
時
効
完
成
前
残
部
に
つ
き
請
求
を
拡
張
す
れ
ば
、
残
部
に
つ
い
て
の
時
効
は
、
拡
張
の
書
面
を
裁
判
所
に
提
出
し
た
と
き
中
断

す
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
最
判
昭
四
五
・
七
・
二
四
民
集
二
四
巻
七
号
一
一
七
七
頁
に
よ
れ
ば
、
一
部
請
求
の
趣
旨
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
請

求
額
を
訴
訟
物
た
る
債
権
の
全
部
と
し
て
訴
求
し
た
も
の
と
解
す
べ
く
、
こ
の
植
物
人
口
に
は
、
訴
の
提
起
に
よ
り
、
右
債
権
の
同
一
性
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の

全
部
に
つ
き
時
効
中
断
の
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
、
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
同
一
の
請
求
権
の
範
囲
を
拡
張
し
て
も
同
様
と
な
る
。
大

阪
高
判
昭
四
四
・
五
・
一
五
ジ
コ
リ
四
四
回
号
(
判
例
カ
l
ト
)
〉
。
こ
の
よ
う
な
判
例
理
論
は
、
次
に
、
後
遺
症
の
よ
う
な
損
害
が
発
生
し
、
後
訴

で
請
求
す
る
と
い
う
場
合
に
、
そ
の
時
効
消
滅
に
つ
き
困
難
な
問
題
を
提
供
す
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
前
掲
最
判
昭
四
二
・
七
・
一
八
氏

集
二
一
巻
六
号
一
五
五
九
頁
は
、

一
部
請
求
の
理
論
を
堅
持
し
て
、

一
部
請
求
に
つ
い
て
の
確
定
判
決
の
既
判
力
は
残
部
に
及
ば
な
い
と

し
つ
つ
、
後
遺
症
が
現
れ
そ
の
治
療
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
、
時
効
は
進
行
し
な
い
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
右
問
題
を
解
決
し



一
部
請
求
と
い
う
よ
り
は
、
既
判
力
の
時
的
限
界
の
問
題
と
し
て
処
理
す
る
、
す
な
わ
ち
、
前
訴
の
口

か
っ
そ
の
時
ま
で
に
予
見
で
き
な
か
っ
た
損
害
は
別
個
の
新
た
な
損
害
と
し
て
別
個
の
請
求
と
み
な
さ
れ
、
時

効
も
そ
の
損
害
を
知
っ
た
と
き
か
ら
進
行
す
る
、
と
い
う
学
説
が
有
力
と
な
っ
て
い
る
(
五
十
部
豊
久
・
交
通
事
故
判
例
百
選
(
第
二
版
〉
一
五

ょ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、

頭
弁
論
終
結
後
に
生
じ
、

三
頁
参
照
)
。

(
ロ
)
な
お
、
時
効
中
断
に
つ
い
て
は
、
無
能
力
者
が
損
害
を
受
け
た
場
合
の
時
効
進
行
の
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
は
比
較
法
的
な
論
議
の

対
象
に
も
な
っ
て
い
る
(
三

-
E
2
5・
0

司・去
-

M

∞l
N旧
〉
が
、
わ
が
国
で
は
、
近
時
、
最
判
昭
四
九
・
二
了
二

O
民
集
二
八
巻
一

O
号

二

O
七
二
頁
が
、
準
禁
治
産
者
が
訴
を
提
起
す
る
に
つ
き
保
佐
人
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
権
利
行
使
に
つ
い
て
の
た
ん
な

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

る
事
実
上
の
障
碍
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
損
害
賠
償
債
権
の
消
滅
時
効
の
進
行
は
妨
げ
ら
れ
な
い
、
と
し
て
い
る
(
同
旨
、
水

戸
地
判
昭
四
七
・
八
・
三

O
判
タ
二
八
六
号
三
五

O
頁
。
そ
の
他
、
調
停
不
成
立
後
訴
提
起
が
な
さ
れ
た
場
合
(
民
事
調
停
法
一
九
条
)
の
中
断
の
範
囲
に
つ
い

て
、
大
津
地
判
昭
四
六
・
三
・
一
五
下
民
集
二
二
巻
三
・
四
号
二
六
九
頁
、
京
都
地
判
昭
四
四
・
二
・
二
二
判
タ
二
三
四
号
一
五
一
頁
参
照
。
こ
れ
は
、
実
務
上

重
要
で
あ
る
。
調
停
申
立
書
の
必
要
的
記
載
事
項
に
関
し
、
社
会
的
に
い
か
な
る
紛
争
に
つ
い
て
調
停
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
を
認
識
し
得
る
程
度
に
記
載
さ
れ

れ
ば
足
り
、
損
害
の
内
訳
や
明
細
を
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
せ
る
必
要
は
な
い
と
し
て
、
交
通
事
故
調
停
に
お
け
る
同
旨
の
最
高
裁
の
通
達
を
、
広
く
民
事
一
調
停
一

般
に
あ
て
は
ま
る
も
の
と
し
て
支
持
す
る
学
説
が
あ
る
。
佐
々
木
吉
田
力
「
調
停
申
立
書
の
必
要
的
記
載
事
項
」
中
田
還
暦
記
念
民
事
訴
訟
の
理
論
上
(
昭
四
四
)

コ
二
六
頁
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
前
掲
大
津
地
判
の
よ
う
に
、
「
相
当
額
の
賠
償
請
求
金
を
支
払
え
」
と
調
停
申
立
が
な
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
、
調
停
不
成

立
後
、
本
訴
提
起
が
あ
っ
て
も
、
時
効
中
断
を
認
め
る
の
は
、
な
ん
ら
問
題
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
債
務
承
認
の
具
体
的
態
様
に
つ
き
、
最
判
昭
五

0
・
九
・
一

九
判
タ
三
二
八
号
二
四
四
頁
(
仮
処
分
お
よ
び
本
案
訴
訟
が
不
法
行
為
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
損
害
賠
償
債
務
の
承
認
可
名
古
屋
地
判
昭
四
六
・
八
・
二
七
判
タ

ニ
ヒ
二
号
三
六
六
頁
、
東
京
地
判
昭
四
三
・
六
・
二

O
交
民
集
一
巻
二
号
六
九
四
頁
(
損
害
賠
償
額
が
不
確
定
な
段
階
で
の
債
務
承
認
)
な
ど
参
照
。
京
都
地
判

北法27(2・23)193

昭
四
八
・
こ
・
二
七
ジ
ュ
リ
五
四
O
号
(
判
例
カ
l
ド
〉
に
よ
れ
ば
、
会
社
が
労
災
補
償
金
を
立
替
払
し
た
こ
と
は
損
害
賠
償
債
務
の
承
認
に
な
ら
な
い
〉
。

制
(
イ
〉
次
に
加
害
者
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
七
二
四
条
に
お
け
る
認
識
は
具
体
的
認
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
が
短



説

期
時
効
の
趣
旨
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
加
害
者
を
知
る
と
は
、
被
害
者
が
現
実
に
賠
償
請
求
権
を
行
便
し
よ
う
と
思
え
ば
い
つ
で
も
こ
れ

を
行
使
し
う
る
程
度
に
加
害
者
を
知
る
と
い
う
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
損
害
の
認
識
に
お
け
る
と
同
じ
よ
う
に
、

=::A. a岡

過
失
に
よ
っ
て
知
ら
な
い
場
合
を
被
害
者
の
負
担
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
(
末
川
・
前
掲
書
六
五
九
頁
〉
。

が
ど
こ
ま
で
あ
て
は
ま
る
か
を
み
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
一
応
の
基
準
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
最
判
昭
四
八
・

そ
こ
で
こ
の
原
則

北法27(2・24)194

一
一
・
一
六
民
集
二
七
巻
一

O
号
一
三
七
四
頁
で
あ
る
。

本
件
は
、
戦
前
、
違
法
な
取
調
の
圧
迫
に
よ
り
虚
偽
の
自
由
調
書
に
署
名
し
、
刑
の
執
行
を
受
け
た
者
が
戦
後
釈
放
さ
れ
、
当
該
不
法
行

為
か
ら
約
二

O
年
後
に
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
も
の
で
あ
る
。
被
害
者
・
原
告
は
、
不
法
行
為
当
時
、
加
害
者
で
あ
る
警
察
官
の
姓
と
容

貌
は
知
っ
て
い
た
と
い
う
場
合
、
判
旨
に
よ
れ
ば
、
「
加
害
者
ヲ
知
リ
タ
ル
時
」
と
は
、
「
加
害
者
に
対
す
る
賠
償
請
求
が
事
実
上
可
能
な

状
況
の
も
と
に
、
そ
の
可
能
な
程
度
に
こ
れ
を
知
っ
た
時
を
意
味
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
被
害
者
、
が
不
法
行
為
の
当
時

加
害
者
の
住
所
氏
名
を
的
確
に
知
ら
ず
、
し
か
も
当
時
の
状
況
に
お
い
て
こ
れ
に
対
す
る
賠
償
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
事
実
上
不
可

能
な
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
状
況
が
止
み
、
被
害
者
が
加
害
者
の
住
所
氏
名
を
確
認
し
た
と
き
」
と
し
、
そ
れ
が
七
二
四
条
の
趣
旨
に

沿
う
も
の
で
あ
る
と
し
た
(
原
審
に
よ
れ
ば
、
七
二
四
条
の
趣
旨
は
、
権
利
の
上
に
眠
る
者
は
保
護
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
)
。

ヲー

」ー

の
よ
う
に
、
訴
提
起
が
可
能
な
程
度
に
加
害
者
を
知
る
た
め
に
は
、
住
所
、
氏
名
の
確
認
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
し
、

そ
の
こ
と
は
被
害
者
保
護
に
も
資
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
か
り
に
こ
れ
を
確
認
で
き
な
い
と
し
て
も
、
社
会
通
念
上
、
調
査
す
れ

ば
容
易
に
加
害
者
の
氏
名
、
住
所
が
判
明
し
う
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
段
階
で
加
害
者
を
知
っ
た
こ
と
に
す
る
こ
と
(
大
阪
地
判
昭
四

五
・
コ
了
一
七
交
民
集
三
巻
六
号
一
八
九
一
頁
。
な
お
、
長
野
地
裁
諏
訪
支
判
昭
四
五
・
一
一
・
九
交
民
集
三
巻
六
号
一
七
五
O
頁
参
照
)
が
、
信
義
則
か

ら
導
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
実
質
的
に
、
具
体
的
認
識
の
判
定
に
過
失
を
入
れ
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

(
ロ
)
問
題
は
、
直
接
の
加
害
者
の
他
に
賠
償
義
務
者
が
あ
る
と
い
う
場
合
に
、
後
者
が
法
律
上
賠
償
義
務
を
負
う
て
い
る
こ
と
ま
で
知



る
必
要
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
使
用
者
責
任
に
お
い
て
典
型
的
な
か
た
ち
で
論
じ
ら
れ
る

て
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
は
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
進
行
す
る
。
大
判
昭
一
一
了
六
・
三
O
民
集
一
六
巻
一
九
号
一
二
八
五
頁
。

四
二
三
六
号
七
頁
。
使
用
者
を
知
る
具
体
的
時
期
に
つ
き
、
大
阪
地
判
昭
四
六
・
九
・
一
じ
判
タ
二
七
一
号
三
六
八
頁
)
。

(
使
用
者
と
被
用
者
に
対
し

大
判
昭
三
了
六
・
三
O
新
聞

か
つ
て
、
大
判
昭
一
二
・
六

三
O
民
集
一
六
巻
一
二
八
五
頁
は
、
使
用
者
に
対
す
る
賠
償
請
求
に
つ
い
て
、
被
害
者
が
「
被
用
関
係
及
使
用
者
ヲ
知
ラ
ス
シ
テ
使
用
者

-
一
対
シ
請
求
ヲ
為
シ
得
サ
ル
ニ
拘
ラ
ス
之
ニ
対
シ
短
期
消
滅
時
効
ノ
進
行
ヲ
開
始
」
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
い
た
が
(
そ
れ
よ
り
以
前
、

民
法
四
四
条
一
項
の
法
人
の
不
法
行
為
責
任
に
つ
い
て
、
大
判
大
五
・
五
・
五
民
録
二
二
輯
八
六
五
頁
は
、
会
社
の
責
任
を
「
不
法
行
為
者
-
一
非
ス
シ
テ
損
害
賠

償
/
責
ヲ
負
フ
モ
ノ
」
と
法
律
構
成
し
た
う
え
で
、
「
会
社
/
取
締
役
カ
其
職
務
ヲ
行
フ
ニ
付
キ
他
人
ニ
損
害
ヲ
加
ヘ
タ
ル
ト
キ
ハ
被
害
者
ニ
於
テ
損
害
ヲ
被
リ

タ
ル
コ
ト
及
ヒ
取
締
役
カ
加
害
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
タ
ル
時
」
よ
り
一
一
一
年
の
消
滅
時
効
が
進
行
す
る
と
し
て
、
学
説
の
論
議
の
対
象
介
さ
れ
た
)
、

最
判
昭
四

四
・
一
一
・
二
七
民
集
二
三
巻
一
一
号
二
二
六
五
頁
は
、
融
資
を
偽
り
約
束
手
形
を
踊
取
し
た
と
い
う
事
案
で
次
の
よ
う
に
判
示
し
、
間

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

題
を
一
歩
進
め
た
。
す
な
わ
ち
、
使
用
者
責
任
に
つ
き
加
害
者
を
知
る
と
は
、
「
使
用
者
な
ら
び
に
使
用
者
と
不
法
行
為
者
と
の
聞
に
使

一
般
人
が
当
該
不
法
行
為
が
使
用
者
の
事
業
の
執
行
に
つ
き
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
判
断
す
る
に
足

用
関
係
が
あ
る
事
実
に
加
え
て
、

り
る
事
実
を
も
認
識
す
る
こ
と
を
い
う
」

と
付
加
し
た
の
で
あ
る
(
大
阪
地
判
昭
三
八
・
一

0
・
二
三
下
民
集
一
四
巻
一

O
号
二

O
八
O
頁
は
、
こ

れ
を
消
極
に
解
し
て
い
た
)
。
こ
の
よ
う
に
、
最
判
昭
四
四
年
に
お
い
て
は
、
被
害
者
の
認
識
と
し
て
、
大
判
昭
二
一
年
で
要
求
さ
れ
な
か
っ

た
、
「
事
業
執
行
に
つ
き
当
該
不
法
行
為
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
基
準
は
、

一
般
人
が
そ
れ
を

判
断
す
る
に
足
り
る
事
実
を
認
識
す
る
こ
と
で
よ
い
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
七
二
四
条

の
趣
旨
か
ら
し
て
、
訴
提
起
に
可
能
な
程
度
に
加
害
者
を
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
使
用
者
責
任
に
お
い
て
は
、
使
用

者
そ
の
人
(
事
実
〉
を
知
る
の
み
で
は
不
十
分
で
、
そ
の
者
が
賠
償
義
務
を
負
う
者
で
あ
る
と
の
法
的
評
価
も
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ど
こ
ま
で
が
必
要
な
事
実
の
認
識
で
、

い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
、

か
つ
、

い
わ
ゆ
る
法
の
不
知
は
い
っ
さ
い
時
効
を
進
行
せ
し
め
な
い
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説

と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。
こ
の
点
、
従
来
、
学
説
で
は
、
事
実
の
認
識
は
現
実
に
要
求
さ
れ
る
が
法
的
評
価
は
問
わ
な
い
と
す
る

傾
向
が
あ
っ
た
(
末
川
・
前
掲
六
六
一
頁
は
、
法
律
生
活
一
般
の
建
前
か
ら
し
て
法
律
の
不
知
は
被
害
者
の
た
め
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
、

事
業
の
執
行
に
つ
き
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
お
よ
び
使
用
者
そ
の
人
を
知
る
こ
と
で
足
り
る
、
と
す
る
)
(
傍
点
筆
者
〉
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
前
掲
最
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の
か
、

論

判
昭
和
四
四
年
で
は
、
事
実
認
識
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
要
求
さ
れ
て
い
る
事
業
の
執
行
と

い
う
要
件
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
実
際
に
は
、
事
実
認
識
と
法
的
評
価
と
の
区
別
は
さ
ほ
ど
容
易
で
は
な
く
(
た
と
え
ば
、
大
阪

L

尚
一
判
昭

四
六
・
五
・
二
七
下
民
集
二
二
巻
五
・
六
号
六
五
六
頁
は
、
代
理
監
督
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
に
つ
き
、
直
接
の
加
害
者
の
ほ
か
使
用
関
係
と
代
理
関
係
を

知
っ
た
と
き
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
下
請
関
係
に
つ
き
、
東
京
地
判
昭
同
0
・
一
一
・
一
判
タ
一
八
七
号
一
八
八
頁
。
他
に
、
前
訴
で
争
い
の
あ
っ
た
事
案

に
つ
き
、
横
浜
地
判
昭
三
九
・
一

0
・
一
九
判
タ
一
七

O
号
二
四
一
一
良
は
、
確
定
判
決
の
と
き
に
使
用
関
係
を
知
っ
た
と
す
る
て
そ
こ
か
ら
、
本
件
は
、
古
学

実
認
識
で
は
現
実
の
認
識
、
法
的
評
価
に
つ
い
て
は
一
般
人
の
判
断
を
基
準
に
し
た
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
見
解
の
生
ず
る
余
地
が
あ
る

(
沢
井
裕
・
民
商
六
三
巻
一
号
一
四
九
頁
〉
。

一
般
人
を
基
準
に
す
る
に
せ
よ
、
こ
の
判
決
の
中
に
法
的
評
価
の
導
入
を
見
出
そ
う
と
す
る
見
解

(
内
池
慶
四
郎
・
判
タ
二
四
六
号
一

O
一
頁
以
下
参
照
〉
は
、
損
害
の
認
識
に
お
い
て
不
法
行
為
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
認
識
を
要
求

す
る
確
立
さ
れ
た
判
例
と
符
合
す
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
判
例
の
発
展
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
と
考
え
ら
れ
る

(
な
お
、
最
判
昭
五

0
・

二
・
二
五
民
集
二
九
巻
二
号
一
四
三
頁
は
、
自
賠
法
に
基
づ
く
国
の
運
行
供
用
者
責
任
に
つ
き
、
前
掲
最
判
昭
和
四
四
年
を
基
本
的
に
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

下
森
定
・
法
セ
二
四
一
号
一
九
頁
は
、
こ
れ
に
つ
き
、
加
害
者
の
認
識
に
お
い
て
一
般
人
を
基
準
と
し
た
法
的
評
価
が
要
求
さ
れ
、
権
利
行
使
を
期
待
し
う
る
合

理
的
な
時
期
ま
で
時
効
の
起
算
点
を
ず
ら
す
v

)

と
が
妥
当
で
あ
る
と
す
る
〉
。

ハ
ハ
〉
な
お
、
国
家
賠
償
請
求
事
件
で
は
、
前
掲
最
判
昭
和
四
四
年
の
趣
旨
と
同
じ
よ
う
に
、
固
ま
た
は
公
共
団
体
の
公
権
力
の
行
使
に
あ

た
る
公
務
員
と
し
て
の
不
法
行
為
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
(
東
京
高
判
昭
三
一
二
・
一

0
・
二
一
下
民
集
九
巻
一

O

号
一
二
三
八
頁
(
判
決
正
木
送
達
前
に
、
執
行
吏
が
家
屋
明
渡
の
強
制
執
行
を
な
し
た
)
、
福
岡
地
判
昭
四
六
・
一
・
二
九
判
時
六
三
四
号
七
三
頁
(
登
記
官
吏

の
不
法
行
為
)
)
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
加
害
者
は
必
ず
し
も
特
定
さ
れ
る
必
要
は
な
い
(
東
京
地
判
昭
四
五
・
一
・
二
八
下
民
集
二
一
巻
一
・
ニ



号
三
二
頁
は
、
メ
ー
デ
ー
事
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
加
害
行
為
を
な
し
た
公
務
員
の
身
分
お
よ
び
公
権
力
の
行
使
た
る
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
な
さ
れ
た

こ
と
を
知
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
)
。

川
一
(
イ
)
最
後
に
、
七
二
四
条
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
と
、
こ
こ
で
は
、
当
該
請
求
権
が
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請

求
権
と
性
質
を
同
じ
く
す
る
も
の
か
ど
う
か
が
決
め
手
と
な
る
(
不
法
行
為
に
も
と
づ
く
損
害
賠
償
債
務
の
不
履
行
に
よ
る
遅
延
利
息
に
も
七
二
四
条

の
適
用
が
あ
り
(
大
(
連
)
判
昭
一
了
七
・
一
五
民
集
一
五
巻
一
七
号
一
四
四
五
頁
)
、
時
効
は
逐
次
に
進
行
す
る
(
大
判
昭
二
ハ
・
一
二
・
九
新
聞
四
七
四
九
号
一
二

頁
)
)
。
そ
の
判
断
の
背
後
に
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
短
期
消
滅
時
効
の
適
用
に
対
す
る
一
定
の
態
度
が
定
め
ら
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

近
時
、
以
上
の
観
点
か
ら
議
論
の
対
象
と
な
る
も
の
に
、
第
三
者
の
取
締
役
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
が
あ
る
(
商
法
二
六
六
条
ノ
三
)
。

最
判
は
こ
れ
を
法
定
責
任
と
し
た
う
え
で
、
三
年
の
短
期
時
効
に
服
せ
し
め
る
の
は
七
二
四
条
の
趣
旨
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で

は
、
そ
の
趣
旨
と
し
て
、

不
法
行
為
の
加
害
者
の
不
安
定
な
立
場
か
ら
加
害
者
を
保
護
す
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
取
締
役
は
こ
の

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

よ
う
な
立
場
に
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
右
に
明
確
に
述
べ
ら
れ
た
短
期
消
滅
時
効
の
趣
旨
は
注
目
に
値
し
、
制
度
の
意
義
を
再
考
さ

せ
る
契
機
を
与
え
よ
う
(
最
判
昭
四
九
・
一
一
了
一
七
民
集
二
八
巻
一

O
号
二

O
五
九
頁
。
従
来
、
学
説
が
分
れ
て
い
た
が
、
本
件
第
一
審
・
大
阪
地
判
昭

四
七
・
九
・
一
二
判
時
六
九
O
号
八
五
頁
は
適
用
肯
定
、
第
二
審
・
大
阪
高
判
昭
四
九
・
四
・
一
七
判
時
七
五
七
号
一
二
三
具
は
適
用
否
定
説
(
大
阪
高
判
昭
四

四
・
五
・
二
六
判
p'
二
三
六
号
一
四
五
頁
)
を
と
っ
て
い
た
。
な
お
、
大
阪
高
判
昭
三
八
・
七
・
三
O
判
時
三
五
O
号
一
二
頁
は
、
排
他
的
独
占
性
を
有
す
る
商

標
権
の
侵
奪
に
対
す
る
回
復
請
求
権
に
も
と
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
(
民
法
一
九
一
条
)
に
は
、
民
法
七
二
四
条
の
適
用
は
な
い
と
す
る
)
。

(
ロ
)
不
法
行
為
に
も
と
づ
く
損
害
賠
償
債
務
が
生
じ
た
後
に
、
そ
の
債
務
の
支
払
に
第
三
者
が
関
与
し
た
場
合
、
第
三
者
の
取
得
す
る

債
権
は
七
二
四
条
の
適
用
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
第
三
者
が
事
務
管
理
に
よ
り
他
人
の
不
法
行
為
上
の
債
務
を
免
れ
さ
せ
た
場

合
の
費
用
償
還
請
求
権
(
民
法
七

O
二
条
)

は
、
不
法
行
為
と
は
別
個
の
法
律
要
件
で
あ
る
事
務
管
理
を
原
因
と
し
て
新
た
に
発
生
す
る
権

不
法
行
為
上
の
損
害
賠
償
請
求
権
と
は
別
個
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る

(
最
判
昭
四
三
・
七
・
九
判
時
五
三
O
口
万
三
四
頁
)
。
し

利
で
あ
る
か
ら
、
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説

不
法
行
為
に
も
と
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
が
代
位
取
得
さ
れ
た
場
合
(
労
基
法
、
労
災
法
な
ど
に
お
け
る
民
法
四
二
二
条
の
類
推
適
用
)

に
は
、
履
行
の
時
点
に
お
け
る
権
利
関
係
が
そ
の
ま
ま
承
継
さ
れ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
七
二
四
条
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う

か
し
、

ラ̂-
u間

(
大
阪
地
判
昭
四
五
・
三
・
一
九
下
民
集
一
二
巻
三
・
四
号
四
二
八
頁
、
大
洋
地
裁
長
浜
支
判
昭
三
六
・
七
・
一
七
下
民
集
一
二
巻
七
号
一
七
二
二
頁
〉
。

や
や
特
殊
な
問
題
と
し
て
、
共
同
不
法
行
為
に
お
け
る
消
滅
時
効
の
取
扱
い
が
あ
る

る
消
滅
時
効
起
算
点
は
、
事
故
発
生
時
で
は
な
く
、
被
害
者
か
ら
な
さ
れ
た
損
3
賠
償
請
求
訴
訟
の
判
決
確
定
時
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
大
阪
地
判
昭

四
五
・
五
・
二
一
交
民
集
三
巻
三
号
七
五
八
頁
。
し
か
し
、
京
都
地
判
昭
四
九
・
一
一
了
二

O
判
時
七
八
二
号
六
六
頁
は
、
求
償
権
は
被
害
者
に
対
す
る
損
害
賠

償
義
務
を
履
行
し
た
と
き
に
発
生
す
る
、
不
法
行
為
債
権
と
は
全
く
別
個
の
債
権
で
、
履
行
時
を
起
算
点
と
す
る
一

O
年
の
消
滅
時
効
に
服
す
る
と
い
う
。
そ
こ

で
、
求
償
権
の
行
使
の
際
に
、
す
で
に
、
他
の
共
同
不
法
行
為
者
の
損
害
賠
償
債
務
が
時
効
消
滅
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
場
合
、
求
償
を
拒
み
う
る
か
と

(
ハ
)
な
お
、

(
共
同
不
法
行
為
者
聞
の
求
償
権
に
関
す

い
う
問
題
が
あ
る
(
前
掲
京
都
地
判
は
消
極
)
。
な
お
、
共
同
不
法
行
為
者
の
一
人
に
時
効
が
完
成
し
て
も
他
方
に
影
響
し
な
い
と
さ
れ
る
(
東
京
地
判
昭
四
五
・

五
・
二
七
交
民
集
コ
一
巻
三
号
八

O
O頁〉)。

求
償
権
の
行
使
が
不
当
に
妨
げ
ら
れ
な
い
た
め
の
配
慮
が
必
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
共
同
不
法
行

為
の
法
的
性
質
が
問
題
と
さ
れ
よ
う
。

ρ'4 
ヲ与

説

わ
が
国
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
っ
た
時
効
観
は
、
被
害
者
の
感
情
的
要
素
を
重
視
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
り
(
そ
れ
と
並
ん
で
立
証
上
の
理
由
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
)
、
そ
こ
か
ら
、
時
効
を
進
行
さ
せ
る
た
め
に
は
、
訴
提
起
に

)
 

唱
E
A(
 
七
二
四
条
の
短
期
消
滅
時
効
に
関
し
、

可
能
な
程
度
に
具
体
的
な
認
識
が
要
求
さ
れ
て
い
た
(
末
川
・
前
掲
書
六
四
八
頁
以
下
参
照
)
。
こ
の
よ
う
な
時
効
観
を
基
礎
と
し
て
、
学
説
は

主
と
し
て
損
害
の
態
様
に
お
け
る
時
効
起
算
点
の
問
題
を
中
心
と
し
て
、
発
展
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
七
二
四
条
を
め
ぐ
る

判
例
は
必
ず
し
も
体
系
的
に
整
序
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
ず
、
基
本
的
に
は
、
被
害
者
に
お
け
る
具
体
的
認
識
の
法
的
性
格
も
十
分
に
解
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明
さ
れ
て
い
る

J

と
は
い
え
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
短
期
消
滅
時
効
の
存
在
理
由
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
考
察
が
必
要

で
あ
る
。
こ
の
角
度
か
ら
従
来
の
学
説
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
、
近
時
、
内
池
教
授
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
〈
内
池
慶
四
郎
「
不

法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
時
効
起
算
点
」
(
昭
四
六
)
法
学
研
究
四
四
巻
三
号
四
O
三
頁
以
下
)
。

内
池
教
援
に
よ
れ
ば
、
七
二
四
条
は
、
被
害
者
の
感
情
的
要
素
が
重
大
な
契
機
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
の
本
旨

は
、
権
利
行
使
の
可
能
性
を
現
実
に
知
り
な
が
ら
請
求
し
な
か
っ
た
被
害
者
の
態
度
に
対
す
る
賠
償
義
務
者
の
正
当
な
信
頼
を
保
護
す
る

こ
と
に
あ
る
(
内
池
・
前
掲
論
文
四
三
三

l
四
三
五
頁
。
最
判
昭
四
九
・
二
了
一
七
民
集
二
八
巻
一

O
号
二

O
五
九
頁
参
照
。
民
法
学
の
あ
ゆ
み
(
山
崎
寛
)

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

法
時
四
四
巻
一
一
号
一
一
二
頁
で
は
、
賠
償
義
務
者
の
信
額
保
護
を
短
期
時
効
の
法
的
根
拠
と
す
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
さ
れ
て
い
る
が
、
本
文
で
述
べ
る
よ
う

に
、
こ
の
点
の
み
を
取
上
げ
る
こ
と
は
、
内
池
説
の
真
意
を
見
失
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
内
池
説
で
は
、
実
体
上
、
被
害
者
の
具
体
的
能
力
に
依
拠

し
た
主
観
的
認
識
を
基
本
と
す
る
点
で
、
従
来
の
学
説
以
上
に
、
被
符
者
の
主
観
的
原
理
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も

そ
の
後
に
発
表
さ
れ
た
、
内
池
・
講
座
二
二

O
i一
三
二
頁
で
は
、
賠
償
義
務
者
の
伝
額
保
護
を
明
確
に
強
調
さ
れ
て
い
る
)
。

」
れ
に
よ
っ
て
、

一
方
で

被
害
者
の
現
実
的
認
識
が
強
調
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
法
の
不
知
に
お
け
る
、
事
実
認
識
と
法
的
判
断
の
切
断
が
否
定
さ
れ
る
(
こ
の
問
題
は
、

従
来
、
使
用
者
責
任
に
関
し
、
使
用
者
が
法
律
上
賠
償
義
務
を
負
う
者
で
あ
る
こ
と
の
認
識
ま
で
も
要
求
さ
れ
る
か
と
い
う
か
た
ち
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
u

そ
し

て
、
法
的
判
断
を
問
わ
な
い
(
末
川
・
前
掲
書
六
六
一
頁
〉
か
、
法
的
評
側
に
つ
き
、
一
般
人
を
基
準
と
す
る
考
え
方
が
あ
っ
た
。
沢
井
総
・
民
商
六
三
巻
一
号

一
五
一

l
一
五
二
頁
、
吉
野
衛
「
消
滅
時
効
の
起
算
点
」
判
タ
一
一
一
一
一
号
一
五
五
頁
、
下
森
定
「
消
滅
時
効
の
起
算
点
」
判
タ
二
六
八
号
一
八
九
頁
な
ど
。
な
お
、

両
者
は
相
互
に
連
絡
し
て
認
識
の
全
体
像
を
つ
く
っ
て
お
り
、
被
害
者
の
認
識
を
妨
げ
る
不
知
は
次
の
よ

品
川
・
判
評
一
三
六
号
二
三
頁
〉
。

う
に
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
訴
提
起
が
客
観
的
に
可
能
で
あ
る
程
度
に
必
要
か
つ
充
分
な
事
実
が
被
害
者
に
認
識
さ
れ
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て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
客
観
的
起
訴
可
能
性
を
被
害
者
自
身
が
意
識
し
て
い
な
い
と
い
う
事
情
は
、
そ
の
主
観
的
不
知
に
つ
い
て
被
害

者
を
非
難
で
き
ぬ
場
合
に
限
り
被
害
者
に
と
っ
て
有
利
(
免
責
)
に
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」

(
E
Eロ
mw
。
目
。
〈

3
5
2招
待
『
〉
E
官
位
向

Z

Em
己
号
ユ

E
Z
Z
F
E
-
5四
3
・一回目
?
ω

ム
0

・
内
池
訳
〉
。
こ
の
不
知
に
よ
る
被
害
者
の
責
任
分
担
の
根
拠
は
、
認
識
を
得
る
に
際
し
て
被
害



説

被
害
者
自
身
の
具
体

者
に
期
待
で
き
る
範
囲
で
の
協
助
義
務
(
信
義
則
)
か
ら
、
導
く
こ
と
が
で
き
る
が
、

的
な
能
力
と
個
別
的
状
況
か
ら
判
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
の
義
務
は
あ
く
ま
で
も
、

2，，6.. 
d肝旬

(
内
池
・
前
掲
論
文
四
三
七
l
四
四
二
頁
。
な
お
、
使
用
者
責
任
に
関
ナ
る
設
判
昭
四

四
・
一
一
・
二
七
民
集
二
三
巻
一
一
号
二
二
六
五
頁
の
判
評
(
判
タ
二
四
六
号
一

O
一
頁
)
参
照
)
。
こ
の
よ
う
に
、
七
二
四
条
の
原
理
は
秘
骨
掛
か
長

体
的
か
っ
現
実
的
主
観
性
の
な
か
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
制
度
運
用
上
の
合
理
性
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
消
滅
時

効
を
援
用
す
ベ
く
加
害
者
・
賠
償
義
務
者
が
な
す
、
被
害
者
の
認
識
に
関
す
る
立
証
に
は
相
当
の
限
度
が
設
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
、
と

す
る
(
内
池
・
前
掲
論
文
四
四
四
l
四
四
五
頁
〉
。

と
こ
ろ
で
、
被
害
者
の
認
識
に
お
け
る
法
の
不
知
は
、

わ
が
国
で
は
従
来
、
も
っ
ぱ
ら
使
用
者
責
任
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
い

う
特
色
が
あ
る
。
し
か
し
、
内
池
説
が
す
で
に
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
問
題
は
、
「
損
害
及
ヒ
加
害
者
ヲ
知
〔
ル
〕
」
こ
と
全
般
に

等
し
く
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。
損
害
に
関
し
、

不
法
行
為
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
認
識
を
要
求
す
る
一
連
の
判
例
は
、
こ

の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

事
実
認
識
と
法
的
判
断
に
関
す
る
学
説
は
、
要
す
る
に
、
時
効
起
算
点
を
決
め
る
に
あ
た
っ
て
、
被
害
者
と
賠
償
義
務
者
の
利
益
を
ど

の
よ
う
に
調
和
さ
せ
る
か
の
争
い
で
あ
る
(
被
害
者
認
識
の
浮
動
性
と
時
効
制
度
に
お
け
る
法
的
安
定
性
と
の
調
整
で
も
あ
る
〉
。
通
説
は
、
事
実
に
関

し
現
実
の
認
識
を
要
求
す
る
が
、
賠
償
請
求
権
存
在
の
法
的
判
断
を
必
要
と
し
な
い
(
な
い
し
一
般
人
を
基
準
と
す
る
〉
。
内
池
説
で
は
、

実
体
的
に
は
、
事
実
認
識
と
法
的
評
価
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
被
害
者
の
具
体
的
能
力
に
依
拠
し
た
、
主
観
的
認
識
を
基
本
と
し
つ

っ
、
他
方
で
、
制
度
運
用
面
か
ら
加
害
者
の
利
益
が
は
か
ら
れ
て
い
る
(
な
お
、
内
池
説
に
お
い
て
も
、
「
訴
提
起
が
客
観
的
に
可
能
で
あ
る
程
度
に

必
要
か
つ
充
分
な
事
実
」
(
内
池
・
前
掲
論
文
四
四
一
官
具
)

は
、
被
害
者
に
認
識
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
た
と
え
ば
、
住
所
、
氏
名
な
ど
を
知

ら
な
く
と
も
事
情
に
よ
り
知
っ
て
い
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
通
説
に
も
同
様
の
問
題
が
あ
る
。
雨
説
い
ず
れ
も
背

定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
が
、
た
だ
そ
の
基
準
は
、
通
説
に
お
い
て
も
具
体
的
個
人
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
〉
。
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た
し
か
に
、
客
観
的
起
訴
可
能
性
の
判
断
に
一
般
人
を
基
準
と
し
な
い
と
す
る
こ
と
は
、
短
期
消
滅
時
効
の
存
在
理
由
と
し
て
被
害
者

の
主
観
性
を
重
視
す
る
か
ぎ
り
、
理
論
的
に
は
す
ぐ
れ
た
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
構
成
は
ま
た
、
実
体
法
上
、
時
効
起
算
点
を
ず
ら

す
こ
と
に
機
能
し
や
す
く
、
短
期
消
滅
時
効
の
不
合
理
性
を
克
服
す
る
方
法
で
も
あ
る
o

し
か
し
、
こ
の
内
池
説
は
、
論
理
的
に
は
、
法

ハ
内
池
説
に
よ
れ
ば
、
訴
提
起
可
能
性
の
判
断
)
の
不
知
が
あ
っ
て
も
時
効
は
進
行
す
る
、
と
い
う
考
え
方
を
前
提
と
し
、
被
害
者
が
一

定
の
努
力
を
し
た
場
合
に
、
そ
の
進
行
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
前
提
は
、
む
し
ろ
、
被
害
者
の
主
観
性

(
も
っ
と
も
、
内
池
説
で
は
、
筆
者
が
解
す
る
右
の
考
え
方
は
、
加
害
者
の
信
頼
保
護
に
震
き
を
置
く
時
効
観
か
ら

を
重
視
す
る
法
的
構
成
に
矛
盾
す
る

は
当
然
の
こ
と
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
内
池
教
授
が
ω
E
E
ロ
聞
の
説
を
引
用
さ
れ
る
の
は
、
そ
こ
に
、
被
害
者
の
主
観
的
原
理
を
徹
底
し
つ
つ
、
加
害
者
の
法
的

安
定
の
保
護
(
内
池
教
授
に
よ
れ
ば
、
七
二
四
条
の
趣
旨
)
を
図
る
た
め
の
調
和
点
を
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
)
。
こ
の
法
的
構
成
が
貫
か
れ
る
た
め
に

は
、
か
え
っ
て
、
法
的
評
価
に
お
い
て
も
被
害
者
の
具
体
的
判
断
が
要
求
さ
れ
、

た
だ
、
現
実
に
認
識
し
て
い
な
く
と
も
そ
れ
が
容
易
に

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

期
待
で
き
る
場
合
に
は
、
認
識
が
あ
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
時
効
は
進
行
す
る
も
の
、
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
(
加
害
者
の
姓

名
や
住
所
に
関
し
、
品
一
J
C
R
Z
N
-
c
r円
E
n
r
L内
切
符
T
ニ
牛
耳

n
r
t

一
-
U吋
N

・印
M
M
)

。

ω

ほ
と
ん
ど
、
継
続
的
に
発
生
す
る
損
害
を
め
ぐ
っ
て
発
展
し
て
き
た
と
い
っ
て
過
言

と
こ
ろ
で
、
七
二
四
条
に
関
す
る
学
説
は
、

ま
ず
、
判
例
上
こ
の
問
題
に
決
定
的
影
響
を
与
え
た
、

で
は
な
い
が
、
そ
の
成
果
は
、

不
法
占
拠
に
関
す
る
大
(
連
)
判
昭
一
五
・
一
一
了
一

四
民
集
一
九
巻
二
四
号
二
三
二
五
頁
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
の
判
例
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
継
続
的
に
損
害
が
発
生
す
る
態
様

に
は
、

ω加
害
行
為
そ
の
も
の
が
継
続
的
で
あ
る
〈
も
し
く
は
反
覆
)
場
合
と
、

ω加
害
行
為
そ
の
も
の
は
一
回
か
ぎ
り
で
あ
る
が
、
そ
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の
結
果
た
る
損
害
の
発
生
が
継
続
的
(
も
し
く
は
間
歌
的
)
で
あ
る
場
合
、

の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
(
末
川
・
前
掲
書
六
五
三
l
六
五
八
頁
)
。

前
者
は
、

い
わ
ゆ
る
継
続
的
不
法
行
為
と
し
て
論
じ
ら
れ
、
新
た
な
損
害
が
発
生
す
る
毎
に
そ
れ
を
知
っ
た
時
か
ら
時
効
も
逐
次
進
行
す

る
、
と
い
う
判
例
理
論
が
、
学
説
に
お
い
て
も
通
説
的
地
位
を
占
め
て
い
る
(
た
と
え
ば
、
末
川
・
前
掲
書
六
五
四
頁
、
加
藤
一
郎
・
不
法
行
為



説

(
増
補
版
)
(
昭
五

O
)
二
六
四
頁
、
我
妻
・
有
泉
・
四
宮
・
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル

W
三
O
九
頁
、
植
林
弘
・
注
釈
民
法
帥
(
昭
四
O
)
三
七
八
頁
、
速
藤
他

ミム
ロHU

編
民
法
例
(
昭
四
五
〉
二
五
七
頁
。
な
お
、
山
石
津
彰
二
郎
「
不
法
行
為
に
因
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
時
効
起
算
点
」
(
昭
六
)
法
学
志
林
一
一
一
一
一
一
巻
一
号
五
八
頁
、

三
号
七
一

l
七
三
頁
参
照
。
た
だ
し
、
反
対
と
し
て
、
戒
能
通
孝
・
債
権
各
論
(
昭
二
五
)
四
六
九
頁
)
。

こ
の
継
続
的
不
法
行
為
に
お
け
る
逐
次
進
行
論
は
、
不
法
行
為
が
な
お
継
続
し
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
損
害
を
最
初
に
知
っ
た
時
に
す

と
い
う
考
え
方
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
(
逐
次
進
行
論
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
、
継
続
的

不
法
行
為
に
お
い
て
は
、
将
来
継
続
し
て
損
害
が
発
生
す
る
こ
と
は
予
想
し
え
な
い
と
か
、
被
害
者
感
情
が
克
新
堆
積
さ
れ
る
、
短
期
消
滅
時
効
の
趣
旨
、
な
ど

の
理
由
が
あ
げ
ら
れ
る
。
乾
昭
三
・
民
法
演
沼
I
(
昭
三
八
)
一
九
四
頁
参
照
可
こ
の
結
論
は
、
批
判
の
対
象
と
さ
れ
た
考
え
方
に
対
し
て
は
妥
当

で
に
全
損
害
に
つ
き
時
効
を
進
行
さ
せ
る
、

な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
基
礎
づ
け
る
逐
次
進
行
論
そ
の
も
の
も
、

そ
の
後
さ
し
た
る
議
論
の
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の

理
論
は
、
逐
次
発
生
す
る
損
害
を
逐
次
認
識
す
る
と
い
う
構
成
か
ら
で
き
あ
が
っ
て
い
る
ο

こ
れ
に
対
し
て
は
、

し
か
し
、
近
時
、
逐
次

進
行
す
る
損
害
が
可
分
的
な
こ
と
か
ら
逆
に
本
来
不
可
分
の
認
識
を
逐
次
分
断
す
る
も
の
で
畢
寛
擬
制
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
根
本
的
批
判

が
な
さ
れ
て
い
る
o

そ
の
た
め
、
継
続
の
終
り
ま
で
〔
認
識
〕

の
分
断
を
許
さ
な
い
よ
う
な
継
続
的
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
妥
当
性
は
検

証
さ
れ
ず
、
一
途
次
進
行
論
の
合
理
的
適
用
範
囲
は
あ
ら
た
め
て
検
討
し
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
(
内
池
慶
四
郎
「
継
続
的
不
法
行

為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
時
効
起
算
点
」
(
昭
五

O
)
法
学
研
究
四
八
巻
一

O
号一

O
四
一
頁
〉
。

そ
こ
で
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
事
例
は
主
と
し

て
公
害
に
よ
る
損
害
〈
わ
け
で
も
、
水
質
汚
濁
な
ど
に
よ
る
進
行
性
人
身
損
害
〉
で
あ
る
。
損
害
発
生
の
多
様
化
が
進
む
今
日
、
損
害
が

継
続
的
に
発
生
す
る
場
合
を
広
く
視
野
に
収
め
た
理
論
が
再
構
築
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
問
題
を
類
型
的
に
解
決
し
よ
う
と
い
う
試
み
は
、
す
で
に
か
な
り
早
く
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
る

(
前
掲
大
(
述
)
判
、
末
川
・
前
掲
喜
六

五
四
頁
以
下
は
、

ω縦
統
的
不
法
行
為
、
ゆ
一
回
的
不
法
行
為
に
よ
る
場
合
の
二
種
類
。
な
お
、
岩
洋
・
前
掲
論
文
七
一
1
6
七
三
頁
は
、
そ
の
他
に
ゆ
、

ωの
場

ム
口
に
、
〔
損
骨
一
日
発
生
の
〕
継
続
の
態
様
が
回
帰
的
で
は
な
く
持
続
的
な
場
合
(
逮
捕
監
禁
)
、
糾
刑
法
湾
統
一
罪
に
あ
た
る
よ
う
な
不
法
行
為
)
が
、
逐
次
進
行

;ft法27(2・32)202



論
に
お
け
る
分
断
さ
れ
た
認
識
の
仮
構
性
を
批
判
す
る
立
場
か
ら
は
、
継
続
的
な
い
し
一
回
的
不
法
行
為
と
い
う
枠
組
が
は
ず
さ
れ
、
統
一

的
認
識
の
難
易
に
応
じ
た
損
害
発
生
の
類
型
化
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
統
一
的
認
識
の
容
易
な
も
の
か
ら
順
に
、

ω一
回
的
・
非

継
続
的
損
害
(
物
の
設
損
滅
失
、
一
過
性
の
負
傷
疾
病
)
、

ω持
続
的
状
態
性
の
継
続
的
損
害
(
卯
不
法
占
拠
に
よ
る
被
害
な
ど
、
伸
慢

性
の
病
患
、
重
傷
等
に
よ
る
継
続
的
労
働
能
力
の
喪
失
、
減
収
、
治
療
費
な
ど
の
損
害
)
、

ω累
積
的
進
行
性
の
継
続
的
損
害
(
鉱
害
・

公
害
に
属
す
る
一
定
の
進
行
性
被
害
〉
が
区
別
さ
れ
る
。
損
害
類
型
に
し
た
が
い
認
識
が
困
難
に
な
る
に
つ
れ
時
効
適
用
の
機
会
は
限
定

さ
れ
、
そ
の
場
合
、
加
害
行
為
の
態
様
は
、
被
害
者
の
認
識
の
範
囲
(
た
と
え
ば
、
損
害
発
生
に
関
す
る
予
見
可
能
性
〉
お
よ
び
、
広
く
、

時
効
の
進
行
、
完
成
、
援
用
な
ど
の
制
度
運
用
の
視
角
か
ら
別
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る

一
号
一
一
八
三
|
二
八
五
頁
〉
。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
一
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

(
内
池
・
前
掲
論
文
・
法
学
研
究
四
八
巻

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

継
続
的
不
法
行
為
に
お
い
て
逐
次
進
行
論
が
と
ら
れ
た
の
は
、
一
定
の
場
合
に
お
け
る
結
論
の
妥
当
性
は
と
も
か
く
と
し
て
、
論
理
的

に
は
、
損
害
を
継
続
的
に
発
生
さ
せ
る
契
機
と
な
る
加
害
者
の
行
為
の
継
続
は
、
他
人
で
あ
る
被
害
者
に
と
っ
て
は
本
来
、
予
想
(
認
識
〉
で

そ
の
た
め
、
損
害
の
継
続
を
一
応
予
想
す
る
こ
と

き
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
(
大
(
連
)
判
、
末
川
・
前
掲
書
六
五
四
頁
参
照
)
。

が
可
能
な
一
図
的
不
法
行
為
と
は
異
な
り
、
最
初
に
損
害
を
知
っ
た
と
き
に
そ
れ
と
一
体
を
な
す
予
見
可
能
な
全
て
の
損
害
に
つ
い
て
時

効
を
進
行
さ
せ
る
(
最
判
昭
四
二
・
七
・
一
八
民
集
一
二
巻
六
号
一
五
五
九
頁
参
照
)
と
い
う
考
え
は
と
り
え
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
そ

こ
か
ら
、
逐
次
進
行
論
が
あ
ら
ゆ
る
継
続
的
不
法
行
為
に
、
当
然
に
、
あ
て
は
ま
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
合
理
性
を
持

ち
う
る
の
は
、
損
害
が
性
質
上
分
断
可
能
な
も
の
に
限
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
累
積
的
に
進
行
し
統
一
的
に
把
握
す
べ
き
損
害

に
あ
っ
て
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
不
法
行
為
が
継
続
す
る
か
ぎ
り
予
見
可
能
性
の
擬
制
を
用
い
え
な
い
と
す
る
以
上
、
損
害
の
認
識

北法27(2・33)203

は
、
少
な
く
と
も
当
該
被
害
者
と
の
関
係
で
加
害
行
為
の
終
了
し
た
と
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら

ば
、
同
じ
継
続
的
不
法
行
為
に
お
い
て
も
、
損
害
に
よ
っ
て
時
効
の
進
行
を
異
に
す
る
こ
と
が
あ
り
え
る
し
ハ
騒
音
公
害
に
関
す
る
大
阪
地
判



説

昭
四
三
・
五
・
二
二
判
タ
二
二
五
号
一
二
O
頁
に
お
い
て
は
、
修
理
費
な
ど
に
は
逐
次
行
論
を
適
用
し
て
時
効
消
滅
さ
せ
て
い
る
が
、
慰
謝
料
請
求
は
認
容
し
て

論

い
る
)
、
継
続
の
態
様
は
、
以
上
に
述
べ
た
損
害
の
性
質
づ
け
お
よ
び
認
識
に
機
能
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る

・
判
例
公
害
法

ω(昭
四
六
〉
一

O
五
三

O
頁
に
は
、
公
害
に
関
し
、
た
ん
に
進
行
性
の
公
害
に
と
ど
ま
ら
ず
、
広
く
、
単
な
る
生
活
妨
害
の
場
合
で
も
、
そ
れ

が
継
続
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
三
年
以
前
の
侵
害
行
為
を
含
め
て
一
体
と
し
て
の
公
害
と
し
て
把
握
し
、
一
本
の
慰
謝
料
と
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い

う
徹
底
し
た
考
え
方
が
見
ら
れ
る
)
。

q
u
 

(
た
と
え
ば
、
谷
口
知
平

北法27(2・34)204

一
回
的
(
完
結
的
〉
不
法
行
為
に
よ
っ
て
損
害
が
継
続
的
に
発
生
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
上
本
来
、
損
害
の

一
端
を
知
る
の
み
で
は
も
と
よ
り
訴
提
起
可
能
性
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
時
効
制
度
運
用
の
実
際
的
便
宜
の
た
め
、
客
観
的

標
準
に
よ
る
擬
制
が
必
要
と
さ
れ
る
(
末
川
・
前
掲
書
六
五
六
頁
)
。
そ
こ
で
、
そ
の
損
害
と
牽
連
一
体
を
な
す
損
害
で
当
時
に
お
い
て
予
見

可
能
で
あ
っ
た
損
害
に
つ
い
て
は
認
識
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
、
と
い
う
解
決
が
必
要
と
さ
れ
る
(
最
判
昭
四
二
・
七
・
一
八
民
集
二

一
巻
六
号
一
五
五
九
頁
、
大
(
速
)
判
昭
一
五
・
一
一
了
一
四
民
集
一
九
巻
二
四
号
二
三
二
五
頁
参
照
)
。
こ
の
判
例
理
論
の
基
本
的
考
え
方
に
は
学
説
に
お

次
に
、

い
て
も
異
論
は
な
い
。
問
題
は
、
損
害
な
い
し
予
見
し
え
な
い
損
害
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
問
題
が
初
め
て
体
系
的
に
論
じ
ら
れ
・
た
の

は
、
岩
津
論
文
で
あ
る
o

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
消
滅
時
効
進
行
の
基
準
と
な
る
損
害
は
、
社
会
常
識
上
損
害
額
(
広
義
の
損
害
〉
算
出
に
必

要
不
可
欠
な
根
本
的
損
害
事
実
(
狭
義
の
損
害
)
で
あ
る
。
身
体
傷
害
に
つ
い
て
い
え
ば
、
傷
害
の
部
位
、
程
度
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
損

害
を
知
る
と
は
、
こ
の
狭
義
の
全
範
囲
中
現
に
了
知
せ
る
範
囲
に
属
す
る
損
害
の
み
を
指
し
、
後
に
知
れ
る
範
囲
が
拡
大
す
れ
ば
、
其
の

範
囲
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
請
求
権
に
対
す
る
消
滅
時
効
は
別
に
進
行
す
る
。
そ
し
て
こ
の
意
味
の
損
害
を
了
知
す
る
か
ぎ
り
、
こ
れ
を

基
礎
と
す
る
性
質
や
種
類
を
異
に
す
る
種
々
の
賠
償
請
求
権
は
統
一
し
て
消
滅
時
効
の
目
的
と
な
る

(
岩
津
・
前
掲
論
文
・
怯
学
志
林
三
三
巻

二
号
五
回
i
六
四
頁
〉
。
こ
の
損
害
事
実
説
は
、
傷
害
を
知
れ
ば
通
常
、
治
療
費
ゃ
う
べ
か
り
し
利
益
の
喪
失
な
ど
は
予
見
で
き
る
(
し
た
が

っ
て
訴
提
起
可
能
と
な
る
)
、

と
い
う
こ
と
か
ら
も
支
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
の
趣
旨
は
今
日
の
い
わ
ゆ
る
消
滅
時
効
に
お
け



る
傷
害
説
に
も
相
応
す
る
も
の
で
あ
る
(
吉
野
衛
・
判
タ
二
一
一
一
号
一
五
五
頁
、
下
森
定
・
判
タ
二
六
八
号
一
八
八
頁
な
ど
参
照
(
も
っ
と
も
両
者
と

も
、
傷
害
の
み
を
損
害
と
み
る
立
場
を
と
っ
て
い
な
い
こ
と
に
向
同
意
す
る
必
要
が
あ
る
)
。
た
だ
、
た
ん
な
る
身
体
傷
害
の
み
で
は
、
治
療
費
な
ど
を
必
要
と
し

な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
、
損
害
事
実
(
傷
害
)
は
、
以
後
の
損
害
発
生
を
伴
な
う
程
度
(
部
位
)
の
も
の
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
当
初
予
見
で
き

な
か
っ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
そ
の
損
害
発
生
の
原
因
と
な
る
損
害
事
実
が
問
題
と
な
る
が
、
後
遺
症
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ほ
ぼ
固
ま
っ
た
時
と
す
る
の
、
か
妥
当

で
あ
ろ
う
)
。

と
こ
ろ
で
、
損
害
事
実
(
傷
害
)
を
消
滅
時
効
進
行
の
基
準
と
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
損
害
概
念
を
も
っ
て
、

般
的
に
損
害
賠
償
法
に
い
う
損
害
と
し
て
よ
い
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
、
最
近
、
生
命
侵
害
や
身
体
創
傷
そ
れ
自
体
を
損

害
と
み
る
考
え
方
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
直
接
に
は
、
損
害
事
実
が
個
別
、
具
体
的
に
日
評
価
さ
れ
た
後
の
金
額
を
損
害

と
解
す
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
つ
つ
、
こ
の
概
念
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
法
の
諸
問
題
を
統
一
的
に
解
決
し
よ
う
と
ナ
る
も
の
で
あ
る

(た

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

と
え
ば
、
平
井
宜
雄
・
損
害
賠
償
法
の
理
論
(
昭
四
六
)
四
七
五
|
四
七
六
頁
、
同
「
『
損
害
』
概
念
の
再
構
成
」
(
昭
四
八
)
法
協
九

O
巻
一
二
号
一
五
一
七

頁
。
な
お
、
石
田
穣
「
不
法
行
為
法
の
再
構
成
」
(
昭
四
九
)
法
協
九
一
巻
四
号
五
九
八
頁
以
下
参
照
)
。
こ
の
説
は
、
損
害
項
目
毎
に
消
滅
時
効
を
考
え

な
い
こ
と
か
ら
し
て
も
、
時
効
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
岩
津
説
を
矛
盾
な
く
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
損
害
一
概
念
が
、
損
害
賠
償
の

他
の
諸
問
題
に
と
っ
て
も
適
切
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
損
害
賠
償
法
に
お
け
る
今
後
の
重
要
な
課
題
で
あ
る

う
な
損
害
を
ど
の
よ
う
に
構
成
す
る
か
に
つ
い
て
、
観
念
的
に
は
不
法
行
為
時
に
全
損
害
、
か
発
生
し
て
い
る
と
み
る
か
(
最
判
昭
四
二
・
七
・
一
八
民
集
二
一
巻

六
号
一
五
五
九
頁
に
つ
き
、
小
山
昇
「
確
定
判
決
後
の
追
加
賠
償
請
求
に
つ
い
て
」
(
昭
四
九
)
民
商
六
九
巻
五
号
七
九
七
頁
以
下
参
照
)
、
後
遺
症
は
不
法
行
為

時
に
は
発
生
し
て
い
な
い
別
損
害
で
、
予
見
可
能
か
ど
う
か
を
問
題
と
す
る
こ
と
な
く
消
滅
時
効
の
問
題
は
生
じ
な
い
(
平
井
・
法
協
八
五
巻
七
号
一

O
八
六

頁
)
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
こ
の
別
損
害
説
は
、
訴
訟
法
的
に
は
、
後
訴
に
お
け
る
請
求
を
既
判
力
の
時
的
限
界
の
問
題
と
し
て
処
理
す
る
方
向
と
一
致
す
る

が
(
五
十
部
・
前
掲
判
解
一
五
三
頁
な
ど
。
な
お
、
宮
崎
富
哉
「
損
宍
賠
償
請
求
訴
訟
の
訴
訟
物
」
実
務
民
訴
講
座
3
(
昭
四
五
)
六
九
頁
参
照
)
一
部
請
求
と

(
な
お
、
後
遺
症
の
よ
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消
滅
時
効
は
関
係
が
な
い
と
い
う
立
場
を
と
る
と
き
、
別
損
脅
説
と
の
関
連
が
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
〉
。



説

四

お

わ

り

に

比
し
て
、
特
に
、
短
期
に
消
滅
さ
せ
る
べ
き
積
極
的
理
由
は
見
出
し
難
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が

と
い
う
通
説
は
、
不
法
行
為
法
の
損
害
填
補
的
側
面
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
必
ず
し
も
当
を
得
た
も
の
と
い
え
な
く
な
る
し
、
加
害
者
の
法
的
不
安
定

を
除
去
す
る
と
い
う
点
も
、
被
害
者
保
護
に
優
越
す
る
も
の
か
ど
う
か
。
奥
田
昌
道
「
契
約
法
と
不
法
行
為
法
の
接
点
」
於
保
還
暦
民
法
学
の
基
礎
的
課
題
中

(
昭
四
九
)
二
六
二
!
二
六
三
頁
は
、
怨
恨
の
消
失
期
間
と
い
う
考
慮
。
は
、
今
日
で
は
全
く
考
慮
の
外
に
お
い
て
よ
い
と
し
な
が
ら
も
、
不
安
定
な
債
務
者
の
救
済

と
い
う
観
点
か
ら
三
年
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
と
い
う
)
、
七
二
四
条
は
、
こ
の
疑
問
を
克
服
す
る
べ
く
合
理
的
適
用
が
な
さ
れ
る
必
要
が

あ
る
。
立
法
的
解
決
を
お
く
な
ら
ば
、
わ
が
民
法
が
要
求
す
る
被
害
者
の
認
識
は
、
立
法
者
の
意
図
は
と
も
か
く
、
そ
の
た
め
の
安
全
弁

と
し
て
機
能
す
べ
く
す
ぐ
れ
て
現
代
的
法
技
術
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
短
期
消
滅
時
効
は
、
訴
提
起
可
能
性
に

つ
い
て
、
被
害
者
の
主
観
性
が
十
分
に
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
(
そ
こ
か
ら
、
「
損
害
及
ヒ
加
害
者
」
の
認
識
を
厳
格
に
解
し
、
賠
償
交
渉
中
は

(
被
害
者
の
感
情
的
要
素
が
重
視
さ
れ
る
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以
上
、
七
二
四
条
を
め
ぐ
る
わ
が
国
の
判
例
、
学
説
を
検
討
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
根
本
的
に
は
、
短
期
消
滅
時
効
の
存
在
意
義

を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
に
よ
っ
て
多
く
の
問
題
が
左
右
さ
れ
る
。
今
日
、
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
債
権
を
他
の
一
般
の
債
権
と
対

侍
効
は
進
行
し
な
い
、
と
い
う
解
釈
論
の
生
ま
れ
て
く
る
余
地
が
あ
る
。
沢
井
裕
・
ジ
ュ
リ
四
八
二
号
六
=
一
一
貝
、
判
公

ω七
九
四
頁
(
谷
口
〉
参
照
。
そ
の
意
味

で
、
消
滅
時
効
の
援
用
が
信
義
則
に
照
ら
し
て
許
さ
れ
な
い
と
し
た
岡
山
地
判
昭
四
七
・
一
・
二
八
判
時
六
六
五
号
八
四
頁
が
参
考
と
な
る
〉
、
そ
こ
か
ら
生

じ
る
浮
動
性
の
危
倶
(
加
害
者
の
法
的
不
安
定
性
の
除
去
)
は
、
そ
れ
が
必
要
な
か
ぎ
り
、
個
別
的
に
、
客
観
的
規
準
の
探
究
に
よ
っ
て

解
決
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
確
定
判
決
や
損
害
の
一
体
的
把
握
も
、
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
こ
こ
で
、
最
近
の
二
、
三
の
問
題
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
公
害
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
損
害
を
統
一
的
に
把
握
で
き
る
か
ど
う
か
が
ま
ず
検
討
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
(
判
例
公
害
法

ω一
O
五一ニ
O
頁
参
照
)
、
す
く
な
く
と
も
こ
れ
が
可
能
な
か
ぎ
り
(
た
と
え
ば
、
メ
チ
ル
水
銀
等
に
よ
る
累
積
性
・
進
行
性
損

室
。
、
損
害
の
進
行
が
止
ん
だ
時
を
一
つ
の
基
準
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
沢
井
裕
・
ジ
ュ
リ
四
八
二
号
六
三
頁
は
、
立
法
論
的
に
は
、
鉱
業
法
の
よ
う
に
「
進
行
中
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の
損
害
に
つ
い
て
は
、
そ
の
遂
行
の
や
ん
だ
時
か
ら
起
算
す
る
」
と
か
、
ド
イ
ツ
道
路
交
通
法
一
四
条
二
項
の
よ
う
に
、
賠
償
交
渉
中
は
一
方
の
打
切
り
通
告
ま

で
時
効
は
進
行
し
な
い
と
い
う
よ
う
な
規
定
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
本
文
二
、
三
の
趣
旨
か
ら
し
て
、
い
ず
れ
も
解
釈
上
可
能
な
射
程

内
に
あ
る
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
前
者
に
つ
き
、
谷
口
知
平
・
判
例
公
害
法

ω一
O
五
三

O
頁
参
照
。
野
村
好
弘
・
公
害
の
判
例
(
昭
四
六
)
一
一
一
四

七
l
三
四
八
頁
、
内
池
・
前
掲
論
文
一
-
八
六
頁
参
照
。
こ
の
点
に
つ
き
、
鉱
業
法
一
一
五
条
二
項
参
照
。
次
に
、
医
療
過
誤
で
は
、
公
害
に
お
け
る
と
同
じ
よ

う
に
、
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
で
あ
る
こ
と
の
認
識
が
一
般
に
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
損
害
が
不
法
行
為
に
因
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
判
断
枠
組
の
活
用

や
「
他
の
医
師
か
ら
診
療
上
の
過
誤
を
指
摘
さ
れ
た
と
き
や
素
人
目
に
も
診
療
過
誤
が
明
ら
か
な
と
き
で
な
け
れ
ば
、
損
害
を
知
っ
た
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

(
実
務
法
律
体
系
医
療
過
誤
・
国
家
賠
償
(
昭
四
八
〉
(
細
川
〉
一
一
一
八
頁
〉
と
い
う
考
慮
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
製
造
物
責
任
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
契
約
責
任
か

不
法
行
為
責
任
か
と
い
う
法
律
構
成
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
一
年
に
統
一
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
説
(
棒
寿
夫
「
欠
陥
車
と
民
事
責
任
下
」
(
昭
四
回
)
ジ
ュ
リ
四

三
六
号
一
五
一
頁
)
九
条
は
、
七
二
四
は
、
製
造
物
責
任
が
取
引
的
側
面
か
ら
の
み
と
ら
え
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
し
て
も
疑
問
で
あ
る

G

製
造
物
責
任
法
要
綱
試

案
条
と
は
、
長
期
待
効
の
起
算
点
を
損
害
発
生
時
と
す
る
点
で
異
な
っ
て
い
る
〈
ジ
ュ
リ
五
九
七
号
一
七
頁
)
。
こ
の
体
裁
は
、
大
気
汚
染
防
止
法
二
五
ノ
四
条
、

水
質
汚
濁
防
止
法
二

O
ノ
三
条
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
行
民
法
典
の
立
法
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
七
二
四
条
に
お
け
る
時
効
期
間
の
三
年
は
、
特

に
根
拠
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
短
期
消
滅
時
効
が
今
日
必
ず
し
も
合
理
性
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
な
い
以
上
、
新
し
く
立
法
す
る
場
合

は
、
七
二
四
条
を
出
発
点
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
(
奥
田
・
前
掲
論
文
二
六
四
頁
注
肋
は
、
不
法
行
為
法
全
体
か
ら
す
れ
ば
、
三
年
が

適
切
か
ど
う
か
は
立
法
論
的
に
問
題
が
あ
る
と
す
る
〉
。
問
題
は
、
時
効
期
聞
は
、
起
算
点
と
の
関
連
で
決
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ

を
れ
前
提
と
す
ば
、
十
年
の
時
効
期
間
も
検
討
に
値
す
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
虫
色
E
n
r
8
P
U芯
国
民
宮
口
四
分
的
巧

R
g
Z
a
g
-
-めロ

(
-
8
3
・
ω
匂
に
よ
れ
ば
、
製
造
物
責
任
は
生
産
者
に
対
す
る
非
難
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
不
法
行
為
に
関
す
る
一
一
一
年
の
時
効
期
間
(
ド
民
八
五

二
条
)
の
適
用
に
消
極
的
で
あ
る
。
な
お
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
が
、
す
べ
て
、
十
年
(
債
務
不
履
行
)
も
し
く
は
三
年
(
不
法
行
為
)
の
い
ず
れ
か

の
期
間
の
選
択
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
つ
き
、
下
森
定
・
法
セ
二
四
一
号
一
八
頁
参
照
〉
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SUMMARY OF ARTICLES 

The Extinctive Prescription of Tort Claims 

Yasuhiro FUJIOKA 

According to article 724 of the ]apanese Civil Code， the tort claim 

shall be extinguished thr巴eyears after the injured person has learn巴d

of his injury and the identity of the wrongdoer ; in addition， the 

claim will in any event be prescribed 20 years after the date when 

the tort was committed. 

As to the reason why the period of three years has been chosen， 

the common understanding is that the legislator must have consider-

ed that after this period the grieving feeling toward the wrongdoer 

would generally disappear. Thus， the knowledge of the identification 

of the wrongdoer as well as the definite nature of the injury is 

regarded to be a necessary prerequisite for the commencement of the 

period. As this approach may leave the wrongdoer uncertain as to 

his vulnerability， it was considered important to adjust the interests 

of the injured against the legal stability to be attained by prescrip-

tion. In this connection， the following approaches have been sugges 

ted 

(1) With regard to a tort which may cause damages for an exten-

ded period， they assert that the period should commence to run as 

to the whole damages when the injured learns of a part of the 

damages， provided that such future damages are foreseeable. As to 

a tort which is continuous in nature， they advocate that the period 

should run separately at each occurrence of the damages. 

(2) With regard to the situation where the legal knowledge is 

essential to assert a claim as in case of employer's liabi1ity， some 
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suggest that such 1ega1 know1edge is not necessary to commence 

the period running against the emp1oyers. However， others insist 

that at 1east the imputed know1edge of an average person for the 

existence of such 1ega1 1iabi1ity of the emp10yee at each individua1 

case must be in existεnt to make the period running. 

In eva1uating these questions， it would be necessary to keep in 

mind the modern role of the tort law whose significance has gra 

dually been shifting from prevention to compensation. The cure of 

the grieving human feeling no longer occupies any important p1ace 

these days. Hence， the three-year period should not be justified on 

that basis. In applying article 724， therefore， it will be preferable 

to go back to the basics of the requirements under that article， l丘J

the knowledge by the injured under the article. As the judicial 

precedents demonstrate， the victim should certain1y be aware of the 

existence of a justifiable claim against the wrongdoer both as to 

the facts and its legal implication. 

As to a tortious conduct which is continuous in nature and whose 

damages are divisib1e， the period should be permitted to run indivi 

dually for each occurrence of damages. On the oth巴rhand， where 

because of accumulative nature of a continuous tort， the aggrieved 

cannot be certain as to the tota1 impact of the wrong， the period 

should not be he1d to run until after the date when the aggregated 

result has become apparent. 

The purpose of this paper is to shed a new 1ight on the construc-

tion of article 724 with emphasis on the compensatory aspect of 

tort vlct1ms. 
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